
1 

 

平成２８年塩尻市議会３月定例会 

福祉教育委員会会議録 
 

○日  時  平成２８年３月９日（水）  午前１０時００分 

○場  所  全員協議会室 

○審査事項 

 議案第３３号 平成２８年度塩尻市一般会計予算中 歳出２款総務費中１項総務管理費１６目市民交流センタ

ー費、３款民生費（１項社会福祉費８目国民健康保険総務費、９目後期高齢者医療運営費及び

４項国民年金事務費を除く）、４款衛生費中１項保健衛生費１目保健衛生総務費、２目予防費、

３目保健対策費及び４目母子保健指導費、５款労働費中１項労働諸費２目ふれあいプラザ運営

費、１０款教育費（６項保健体育費２目体育施設費のうち新体育館建設事業を除く） 

議案第３５号 平成２８年度塩尻市奨学資金貸与事業特別会計予算 

議案第３６号 平成２８年度塩尻市介護保険事業特別会計予算 

 議案第３８号 平成２８年度塩尻市国民健康保険楢川診療所事業特別会計予算 

 議案第４３号 平成２７年度塩尻市一般会計補正予算（第８号）中 歳出２款総務費中１項総務管理費１４目

市民交流センター費、３款民生費（１項社会福祉費８目国民健康保険総務費、９目後期高齢者

医療運営費及び４項国民年金事務費を除く）、４款衛生費中１項保健衛生費１目保健衛生総務

費、２目予防費、３目保健対策費及び４目母子保健指導費、５款労働費中１項労働諸費３目ふ

れあいプラザ運営費、１０款教育費（６項保健体育費２目体育施設費のうち新体育館建設事業

を除く） 

 議案第４５号 平成２７年度塩尻市奨学資金貸与事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第４６号 平成２７年度塩尻市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

○出席委員 

委員長   西條  富雄 君     副委員長   小澤  彰一 君 

 委員   金田  興一 君      委員   篠原  敏宏 君 

委員   山口  恵子 君      委員   丸山  寿子 君 

○欠席委員  

なし  

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○説明のため出席した理事者・職員 

省略 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議会事務局職員 
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庶務係主事  高津   彬 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午前９時５８分 開会 

○委員長 皆さん、おはようございます。定刻よりちょっと早いんですが、皆さんおそろいでございますので、

きのうに引き続き審査を行います。 

１０款教育費５項社会教育費から６項保健教育費までの説明を求めます。 

○生涯学習スポーツ課長 予算書の２８５ページ、２８６ページ、それから説明資料は４８ページになりますの

で、お願いをいたします。それでは御説明させていただきます。 

１目社会教育費、２８６ページの２つ目の白丸になります。生涯学習支援事業５６５万９，０００円でござい

ますけども、こちらにつきましては生涯学習の機会や情報提供をすることで市民の生涯学習の推進を図るための

経費で、主なものは社会教育委員や社会教育指導員の報酬等になります。 

続きまして次ページ、２８７、２８８ページをお願いしたいと思います。２８８ページの右側の１つ目の白丸

でございます。全国短歌フォーラム事業１，７９１万９，０００円です。来年度は第３０回の短歌フォーラムと

いうことになりますけども、一般の部は９月２４日、２５日に予定をしておりますし、学生の部につきましては

１１月２６日に開催を予定しております。これらの開催に係る経費になります。一般の部の題詠でございますけ

れども、説明資料にありますけども、歩くまたは歩みということでございます。２つ目の黒ポツ、企画演出委託

料でございますけども、こちらはＮＨＫエデュケーショナルへの企画演出委託料になります。それから３つ目の

黒ポツ、全国短歌フォーラム事業負担金ですが、実行委員会への事業実施のための負担金になります。第３０回

を迎えるフォーラムでございますので、記念事業として、これまでの事業内容を検証する中で、見直し等を行う

ものにつきましては見直しをする中で、実行委員会にお諮りをして今後検討したいということで、内容について

は考えてございます。 

それから２つ目の白丸、文化会館運営事業１億３，４００万でございますけども、こちらにつきましては塩尻

市文化会館の管理、運営、芸術文化鑑賞事業等を実施するための指定管理者である一般財団法人塩尻市文化振興

事業団への委託料となります。 

続きまして、その次の白丸、文化会館改修事業２億９１４万円でございますけども、開館から２０年を迎える

中で、文化会館の大中両ホールの舞台の照明設備の更新工事及び工事監理委託料でございます。２７、２８の２

カ年の工事でございまして、２７年度につきましては調光設備の更新工事、いわゆる受電から調光操作卓までで

ございます。２８年度につきましては、それ以降、付加設備という形になりますけども、調光の基盤からケーブ

ル、ライト、コンセント等々の更新ということになりますけども、今年度につきましては現在大ホールにおきま

して施工中という形になります。真ん中の黒ポツでございます。音響設備借上料につきましては、平成２４年度

に実施をした音響設備改修に伴うリース料になります。来年度につきましては、中ホールが１２月５日から１月

２０日、大ホールが１月１１日から３月２４日という工事の予定期間になってございます。 

それから４つ目の白丸、成人式運営事業８６万１，０００円。これは成人式を開催するための経費なります。

１つ目の黒ポツ、記念品代につきましては、参加した成人の方に記念品として記念写真をお渡しする費用になり

ます。４つ目の黒ポツ、成人式実行委員会負担金は、実行委員会による企画運営及び式典運営に係る経費等にな
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ります。 

５番目の白丸、公民館分館施設整備事業５，４１３万５，０００円ございますけども、こちらにつきましては、

各区から要望のありました公民館分館の新築、増改築、それから耐震診断、改修などの整備事業の経費に対する

補助を交付するものでございます。来年度につきましては太田分館ほか３件の申請がございまして、事業費の２

分の１を補助をさせていただくものでございます。説明資料の４８ページに詳細はございますので、ごらんをい

ただきたいと思いますし、先日、社会福祉費の中で、堀ノ内の公民館、介護予防拠点整備事業で取り組むという

予定をしておったものですが、事業の補助金がなくなったということで、私どものほうで公民館の分館施設の整

備事業として来年度、堀ノ内公民館の取り組みをさせていただきます。 

それから６番目の地域文化啓発発信事業５２万７，０００円でございますけども、市内の偉人や文化を書籍と

して発行することで、市の貴重な文化資産として継承をするものでございまして、今年度、執筆をしております

ワイン物語、今執筆中でございますけれども、これの印刷製本費になります。 

次ページをお願いしたいと思います。１つ目の白丸、吉田西防災コミュニティセンター運営事業１５５万円。

センター運営管理のための指定管理料となります。２６年から３５年という指定管理になってございます。 

それから２つ目の白丸、文化会館駐車場整備事業８，０７４万７，０００円。こちらにつきましては、総合文

化センターの北側の道を挟んだところに市が借用している駐車場がございますけども、２８年４月から利用がで

きなくなるということでございまして、これにかわる駐車場整備ということで、隣接する塩尻市農事放送農業協

同組合の所有地であったものを土地開発公社に先行取得をしてございますけども、こちらを買い戻しをさせてい

ただいて、駐車場の舗装工事をしてかわりの駐車場として整備をするものでございます。 

続きまして２目総合文化センター管理費でございます。１つ目の白丸、総合文化センター管理事業４，２３７

万３，０００円。こちらにつきましては、総合文化センターの管理運営の経費でございます。上から７番目の黒

ポツ、営繕修繕料１４６万９，０００円。これにつきましては、消防設備改修のほか経常的な修繕費となります。

それから、もうしばらく下へ下っていただきまして、中ほどになりますけども、施設整備点検委託料１６９万２，

０００円。こちらにつきましては、エレベーター、自動ドア、電気関係などの保守点検の経費になります。その

２つ下、管理業務委託料２，４１４万５，０００円。これにつきましては、総合文化センターの管理、清掃等の

委託料になります。 

 次に、３目公民館費。２つ目の白丸、公民館事業４，０９８万７，０００円。こちらにつきましては、中央公

民館及び地区公民館１０館の管理運営のための経費になります。次ページ２９１、２９２をお願いします。３つ

目の黒ポツ、地区館長１０人、それからその次、分館長６５人、その次、分館主事６５人、それぞれの報酬を計

上してございます。４つほど下になります。学級講座講師謝礼１５９万円。これにつきましては、中央公民館及

び地区公民館で実施する各種教室、講座、講演等の講師の謝礼になります。下から６番目の公民館事業委託料１，

５１８万１，０００円。これにつきましては、地区公民館１０館の事業運営のための委託料になります。 

その次の白丸、学校開放事業１７６万７，０００円。学校開放、学校施設を開放して生涯学習の場として提供

するもので、学校開放講座を開催するための経費になります。４つ目の黒ポツ、特別教室棟管理委託料１４１万

３，０００円は、塩尻西小学校、塩尻西部中学校の学校開放時の維持管理の委託料になります。 

次の公民館施設管理事業５０５万１，０００円でございますけども、こちらにつきましては、高出公民館、楢
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川公民館など１０地区館の施設管理運営のための経費になります。 

次ページ２９３、２９４をお願いいたします。１つ目の白丸、大門地区センター建設事業３億８３３万５，０

００円でございます。平成２９年３月の竣工を予定しております大門地区センター建設に係る工事費等でござい

まして、６月に本体工事等を入札をしていきたいということで予定をしております。私からは以上です。 

○市民交流センター長 続きまして、４目図書館費、お願いいたします。２９４ページ３番目の白丸、図書館事

業諸経費から御説明申し上げますが、図書館に係る主要事業以外の諸経費を計上してございます。大きなものは

３つ目の黒ポツ、臨時職員賃金５，５００万円余ですが、本館で１２名、分館で２９名、学校で１５名の計５６

名分の臨時職員賃金というふうになっております。そこから４つ下がりまして消耗品費４００万円余ですが、ブ

ックスタート等の絵本代その他、必要な消耗品費をここで計上してございます。 

 めくっていただきまして次のページになります。１つ目の白丸、市民読書活動推進事業ですが、ＰＴＡ親子文

庫それから読書活動グループ等の市民の読書活動を支援するための費用として計上してございます。 

 次の白丸、古田晁記念館諸経費でございますが、来年度開館２０周年になります。２０周年ということでの特

別な経費は計上してございませんが、古田晁記念館の維持管理に係る諸経費ということで２２０万円ほど計上し

てございます。 

 めくっていただきまして、１つ目の白丸、本の寺子屋推進事業ですが、御存じのとおり本の寺子屋に係る諸経

費ほか、イベント関係の経費を盛ってございます。来年度、５周年を迎えます。一番最後の黒ポツですが、本の

寺子屋書籍製本費負担金１００万円というのがございます。私どものほうで本を出版するのでなくて、外部の方

がですね、本をまた書いてくださるという形で、それに対する私どものほうで資金的な支援という形になってお

ります。今のところ、本の題名がですね、本の寺子屋が地方をつくる、塩尻市立実図書館の挑戦というような題

名をつけていただいておりまして、まだちょっと予定ですので、このままいくかどうかは出るまでわかりません

けれど。塩尻市をですね、ＰＲ する１つの大きなものになるかなということで支援、協力をしてまいりたいとい

うような予算なっております。ちなみに、書いてないんですけれど、印税という形でですね、１冊売れるごとに

塩尻市のほうにお金が入るというような形になっております。 

 続きまして、次の図書館サービス基盤整備事業ですが、図書館の資料に係る諸経費を盛っております。一番初

めの消耗品費７００万円余につきましては、図書館に備えております雑誌代、新聞代等々の費用になりますし、

３つ飛んで図書館システム使用料につきましては、それらの資料をスムーズに貸し出したりするためのデータベ

ースとしての図書館システムの使用料ということになっております。ちなみにこのシステム、来年度切りかえに

なりますが、上半期は今のシステムを再リースで継続させて、後半から新システムへと移行するというような考

え方でおります。最後の図書購入費につきましては、図書館で購入しております書籍費という形で計上させてい

ただいております。以上です。 

○平出博物館長 それでは、予算書の２９７、２９８ページの平出博物館費の説明をさせていただきます。 

平出博物館に係る予算は全体で約６，２００万円ほどで、前年度とほぼ同一の水準となっております。 

 それでは、歳出の主な具体的な内容について御説明をさせていただきます。予算説明資料のほうでは５１ペー

ジをあわせてごらんいただければと思っております。２９７、２９８ページ下段、平出博物館費の平出博物館運

営事業１，２３７万７，０００円についてでございますけれども、最下行の講師謝礼２９万円及び、次のページ
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になりますが、３００ページの６行目の費用弁償１１万４，０００円等々につきましては、市民の学習機会を提

供する歴史大学、土曜サロン等の開催に係る講師謝礼、あるいは、交通費等の費用弁償をするものであります。

それから８行目の燃料費以下、各行にある電力使用料、消防施設点検委託料、清掃委託料等々につきましての各

項目は、博物館施設の維持管理や運営事務に係る経費でございます。それから下から４行目の案内看板設置工事

１７万円につきましては、博物館施設の所在案内をよりわかりやすくするためにサイン等を設置するという内容

のものでございます。 

 続きまして３０２ページ、平出遺跡公園事業６５８万２，０００円についての説明でございます。２行目の臨

時職員賃金につきましては、ガイダンス棟の体験学習に係る人件費や、遺跡案内や施設管理等とともに、小学校

や高齢者の皆さんの勾玉づくりだとか土器づくりなどの体験学習を指導、サポートする職員、あるいは施設管理

等の運営の職員の人件費となっております。 

 一番下の丸、ひらいでの里魅力づくり事業１０７万６，０００円についてでございますけれども、これにつき

ましては、平出地域を中心に地域の歴史文化、自然景観等の地域資源、文化財的な側面から言いますと、例えば

平出遺跡、あるいは平出集落の本棟づくりの住居群、あるいはですね、平出の泉から流れる、どんどというよう

な名称で呼んでおります川や、それらの景観、あるいは大洞山という里山系環境等もございますので、こういっ

たものをですね、それぞれの地域資源、個々に限らず包括的に捉えながら、既存の資源とそうした潜在的な魅力

について検証して、地域の魅力、その中で博物館等の施設も含めてですね、活用方法や手段等を検討してまいり

たいという内容のものであって、そのための学習会やワークショップ、懇談会等の開催費用等を予算化させてい

ただいたものであります。また、こうした視点に立ちまして一番最後の行でございますけれども、１１回を数え

てきております遺跡まつりもですね、新たに実行委員会に繰り出しという形で、より自主的、効果的な取り組み

をしてまいりたいという内容の予算となっております。以上です。 

○こども課長 続きまして３０３ページ、３０４ページをお願いいたします。６目になります。青少年育成費で

ございます。説明欄最初の白丸、嘱託員報酬３３８万３，０００円は、事務局であるこども課に常駐しておりま

す青少年補導センター指導員１名分の報酬になっております。 

 ２つ目の白丸になりますが、青少年育成事業９６１万１，０００円でございますが、こちらは青少年補導セン

ターの事業費と市民の青少年健全育成活動などを促進する青少年育成事業補助費に関する経費でございます。最

初の黒ポツになりますが、青少年問題協議会委員報酬は、地方青少年問題協議会法に基づきます青少年問題全般

の指導、育成、保護等の施策に関する調査・審議等を行う審議会の委員報酬でございます。次の黒ポツ、補導委

員報酬は１４班に分かれて年に１０回程度になりますけれども、青少年の非行の未然防止、声かけを行っていた

だく９９人の補導委員への報酬になっております。また３つ目の黒ポツになりますが、青少年健全育成審議会委

員報酬は、塩尻市有害図書類等の自動販売機等の規制に関する条例により、有害図書や玩具の指定について、市

長の諮問によりまして調査審議するための審議会委員の報酬になっております。下から４つ目の黒ポツ、青少年

健全育成事業補助金５１３万７，０００円についてでございますが、こちらは子供会育成連絡協議会を通じまし

て、１０地区６５区の子供会育成会の活動に対して補助をするものでございます。次の黒ポツ、子供の活動拠点

づくり補助金についてでございますが、こちらは区を越えた地区単位での活動を通じてより広い交流を深めてい

ただくことを目的として、市内で開催される太鼓や昔遊びのほか、ドッジボール、卓球等のスポーツ、それから
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レクリエーション活動の運営を支援するために地区公民館に対して補助をし、活動の負担軽減を図るものでござ

います。最後の黒ポツになりますけれども、ミシャワカ市青少年派遣事業補助金につきましては、２年に１回、

ミシャワカ市へ青少年を派遣するための費用でございます。私からは以上です。 

○教育総務課長 続きまして、次の白丸、伯茂会館運営事業１３３万５，０００円でございます。社会教育施設

である伯茂会館の管理運営に係る経費でございます。次ページ、３０５、３０６ページをお願いいたします。１

つ目の白丸、塩嶺体験学習の家運営事業６０１万７，０００円ございます。こちらも同様に、社会教育施設であ

る体験学習の家の管理運営に係る経費でございまして、４月から１１月、開館中の管理人さんの賃金等になりま

す。 

 続きまして７目、１つ飛びますけども、７目の２つ目の白丸になります。文化財管理事業１９７万７，０００

円でございます。指定文化財の保護に係る経費、文化財保護審議会委員に係る報酬等になります。７つ目の黒ポ

ツ、営繕修繕料１４万円につきましては、指定文化財の説明板、標柱などの修繕に係る費用。それから次の黒ポ

ツ、指定文化財保護補助金１４５万円につきましては、指定文化財の保存維持に係る事業に補助をするものでご

ざいます。 

 次ページをお願いいたします。１つ目の白丸、古文書室運営事業６９万７，０００円でございます。市に寄贈

された１８の家の謹製文書の分類作業、目録作成などに係る臨時作業員の賃金等になります。 

 ２つ目の白丸、国指定文化財修理事業６７５万円でございます。国指定重要文化財堀内家の半解体修理事業に

対する市の負担分の補助金でございます。この事業につきましては、所有者が事業主体となりまして、補助率で

ございますけども、国が８５、県が７．５、市が４．５になりますので、所有者の負担は３％ということになり

ます。現在の堀内家の修理の状況でございますけども、主屋を覆うように素屋根をかけまして、建物の中にある

畳、建具など、調査をしながら取り外しをしている状況でございます。主屋のですね、土台が大分傷んでおりま

すので、６月ころになると思いますけども、主屋を上げ家をいたしまして、土台の修理をしていくという予定に

なってございます。事業期間につきましては平成２７年から３０年までの４カ年で、全体事業費は４億４，００

０万円余の予定でございます。私からは以上です。 

○平出博物館長 続きまして、１ページ戻っていただきまして３０５、３０６ページ、７目の文化財保護費の説

明欄についてでございますけども、埋蔵文化財保護事業１１７万９，０００円、それから次のページの３０８ペ

ージの平出遺跡発掘整理事業６３３万４，０００円についてでございますけれども、これにつきましては、文化

財保護法に基づく住宅等の開発行為に伴う市内の埋蔵文化財の調査、あるいは、平出遺跡公園の整備等に伴う発

掘文化財の整理、記録保存のための報告書の作成費用。今回は古代篇を作成する予定でありますけれども、その

ための印刷製本費となっております。以上でございます。 

○こども教育部長兼男女共同参画・人権課長 次に８目男女共同参画推進費でございます。３０８ページの説明

欄をお願いいたします。２つ目の白丸、男女共同参画事業でございます。２つ目の黒ポツ、女性相談員報酬につ

きましては、女性相談に当たる相談員の報酬でございます。６つ目の黒ポツ、講師謝礼は、男女共同参画社会に

向けての意識啓発講座や、市民グループとの協働で行います研修会、講習会等の講師謝礼でございます。次の黒

ポツ、情報誌編集委員謝礼は、男女共同参画推進啓発の情報誌『共に』の編集委員への謝礼となります。一番下

の黒ポツ、男女共同参画推進事業補助金につきましては、女性市民団体等が行います男女共同参画を推進するた
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めの事業に対しまして事業費の２分の１を補助するものでございます。以上です。 

○生涯学習スポーツ課長 続きまして３０９、３１０ページをお願いいたします。９目短歌館費、２つ目の白丸、

短歌館運営事業８１７万円。短歌の学習機会と場を提供するために、短歌館の管理運営をするとともに、短歌大

学、企画展などを開催するための経費になります。５つ目の黒ポツ、講師謝礼１０２万８，０００円でございま

すけども、短歌大学、見て歩き、百人一首大会などの講師の謝礼になります。それから、大分下がりまして中ほ

どになりますけども、営繕修繕料４７万１，０００円。これにつきましては、短歌館内の展示ガラスケースの改

修、それから一部畳の表がえを行う費用でございます。下から５つ目、短歌の里イベント委託料２０万円。これ

につきましては、短歌の里コンサート、百人一首大会の開催のための短歌館協力会への委託料になります。 

 次ページ、３１１、３１２をお願いをいたします。１０目自然博物館費、２つ目の白丸、自然博物館運営事業

５４７万４，０００円。自然を学ぶ学習機会と場を提供するために、博物館の管理運営と企画展、自然観察会、

自然科学講座等を開催するための費用になります。４つ目の黒ポツ、講師謝礼９万１，０００円。自然科学講座、

自然観察会などの講師の謝礼です。下から７つ目の黒ポツ、企画展展示等委託料。これにつきましては、企画展

を開催するための自然博物館協力会への委託料になります。その下の害虫駆除委託料４３万２，０００円。これ

につきましては、隔年で実施をする収蔵庫の害虫駆除の費用になります。私からは以上です。 

○平出博物館長 続きまして、３１１、３１２ページの丸、本洗馬歴史の里運営事業１，４２５万２，０００円

についての説明をさせていただきます。３１２ページの説明欄の一番下の行、講師謝礼、それから企画展謝礼等

につきましては、釜井庵、寺子屋塾や企画展等を開催する経費となっております。それから次のページに入りま

して、３１４ページの説明欄の下段部分、樹木管理委託料９４万円、それから釜井庵屋根修復設計監理委託料５

９万４，０００円、それから下から３行目の釜井庵屋根修復工事９６１万２，０００円につきましては、釜井庵

のかや屋根の差しがや、及びふきがやの２つの方法で茅屋根の修復をするための経費であります。県の指定とな

っております釜井庵、平成１０年にですね、本洗馬歴史の里整備事業の一環として部屋の葺きかえ等を施工して

おりまして、江戸中期の庵を復元してきたものであります。その後、部分的には修復をしてまいりましたけども、

現在、茅屋根の全体の腐朽、腐食が進んでおりまして、本体の梁と柱そのものへの影響がもう懸念されるような

状況になってきておりますので、これらの修復を行っていきたいと考えております。またあわせてですね、周辺

樹木によって日陰等になりまして腐朽の原因となっていることからですね、周辺の樹木の伐採等も行いながら環

境整備を図ってまいりたいという内容でございます。以上です。 

○生涯学習スポーツ課長 続きまして１２目町並み保存推進費、１つ目の白丸、町並み保存推進事業１１６万１，

０００円。伝建事業の総務費に当たるものでございまして、伝建審議会委員の報酬、費用弁償、伝建協総会への

参加、それから関東甲信越静ブロックというのがございまして、そちらの会議、それから伝建協の負担金などに

なってございます。 

 その次の白丸、重伝建整備事業１，８４５万４，０００円。奈良井、平沢両地区の修理修景事業の実施に係る

補助金などの経費になります。次ページ、３１５、３１６ページをお願いいたします。修理修景事業の補助の内

訳につきましては、国が６５、県が３、市が３２ということでございます。２つ目の黒ポツ、印刷製本費５７万

１，０００円でございますけども、平沢地区が平成１８年７月に選定をされまして今年度１０周年を迎えますの

で、１０周年となる記念冊子の印刷代が主になりまして、こちらにつきましては芸術文化振興基金からの補助を
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申請中でございます。２分の１でございます。それから４つ目の国宝重要文化財等保存整備事業補助金でござい

ますけども、間接補助金の支出になります。奈良井の修理事業が２件、修景が１件、平沢の修理事業が２件、修

景が２件、合計７件を来年度は予定をしております。次の黒ポツ、重伝建選定記念事業補助金。こちらにつきま

しては先ほどの平沢地区１０周年記念事業への補助金ということで２０万円を計上してございます。 

 次に１３目楢川地区文化施設費、２つ目の白丸、楢川地区文化施設運営事業。楢川地区文化施設３館、中村邸、

木曽漆器館、贄川関所の管理運営に係る経費になります。下から２つ目の黒ポツ、施設等改修工事につきまして

は、贄川の関所の周りにあります塀がですね、もう大分寄りかかっておりますので、こちらの補強工事に係る費

用ということでございます。 

 次ページをお願いいたします。１４目芸術文化費、１つ目の白丸、芸術文化事業４１７万９，０００円。市民

が気軽に芸術文化に触れられる機会を提供するとともに、市民芸術文化活動者の支援、育成のための芸術文化事

業及び芸術文化鑑賞事業などを開催するための費用になります。下から２つ目、芸術文化事業委託料。こちらに

つきましては、市民芸術祭、市民音楽祭、市民文化祭など市主催の芸術文化事業を実施するために、塩尻芸術文

化振興協会への委託料になります。次の黒ポツ、芸術文化事業補助金２０万円ですが、市民芸術文化活動団体へ

の支援、育成のための、それぞれの団体の５年ですとか１０年、こういった節目の事業をおやりになる団体がご

ざいますので、そちらへの補助金ということでございます。 

 続きまして、６項保健体育費１目保健体育総務費でございます。２つ目の白丸、市民スポーツ振興事業２０６

万３，０００円。生涯スポーツの普及、推進を図るために、各種スポーツ教室やイベント等を実施する経費及び

スポーツ振興全般に係る事務的経費になります。１つ目の黒ポツ、スポーツ教室等講師謝礼。こちらにつきまし

ては、市が実施する指導者講習、それからスポーツ教室等の講師に対する謝礼になります。下から２つ目の黒ポ

ツなります。スポーツ振興事業負担金がございますけども、こちらは塩尻ぶどうの郷ロードレースの実行委員会

への負担金でございます。第８回のぶどうの郷ロードレースになりますけども、９月１１日に予定をさせていた

だいております。 

 それから、次の白丸、スポーツ活動支援事業１１９万８，０００円でございますけども、上の１つ目の黒ポツ

から３つ目の黒ポツになりますけども、体育事業推進協力者等の謝礼、それから、全国大会等の出場者の激励金、

国体出場者の激励金になります。次の黒ポツ、市民スポーツ活動補助金は、武道大会やわんぱく相撲への補助金。

次の市民スポーツ普及事業負担金につきましては、スケート場の利用助成になります。これらの市民のスポーツ

活動への支援を行う事業になってございます。 

 その次の競技力向上事業１，７８４万６，０００円でございますけども、市体育協会への活動補助やスポーツ

振興事業の委託によりまして、競技スポーツの振興とスポーツ団体等の育成を図るものでございます。１つ目の

黒ポツ、体育振興事業委託料につきましては、競技スポーツの振興、市民体育祭等を市体育協会に委託をするも

のでございます。次ページをお願いいたします。１つ目の黒ポツ、地区体育振興事業委託料につきましては、市

内１０地区の地区体育協会に各地域におけるスポーツ振興事業を委託するものでございます。３つ目の黒ポツ、

体育協会活動補助金つきましては、体育協会の事務局運営のための経費等を補助するものでございます。 

○健康づくり課長 次の健康スポーツ推進事業でございますけれども、市民の健康体力づくりの運動の指導や普

及を行う人材の資質向上、あるいは教室、イベント等を通じてスポーツの普及推進を行おうとするもの。１つ目、
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２つ目のスポーツ普及推進委員の報酬あるいはスポーツ普及員の報酬が主なものでございます。 

○生涯学習スポーツ課長 次の白丸、塩尻市トレーニングプラザ運営事業でございます。平成元年に開設をして

おりますけども、こちらの指定管理料につきましては、指定管理者制度によりまして公益財団法人の体力つくり

指導協会に管理委託をしているものでございまして、平成２４年から２８年ということで５年間の指定管理でご

ざいますけども、そちらにお支払いをしているものでございます。それから２つ目の黒ポツなりますけども、駐

車場使用料つきましては、ヘルスパで借りている市営駐車場１０台分のうち５台分を負担をするものでございま

すが、残りの５台分は協会のほうで負担をしているということでございます。 

 続いて２目体育施設費。２つ目の白丸、体育施設管理運営事業３，６６１万円でございますけども、市内各施

設の光熱水費や修繕費などの直接的な経費のほか、外部への施設管理委託料でございます。２８年度予算つきま

しては、小坂田公園の市民プールを廃止となりましたので、これに係る経費約６３１万円が減額をされておりま

す。なお、来年度以降の市民水泳大会でございますけども、市の校長会等での御説明と意見集約をお願いをいた

しまして、それらの意見を踏まえた中で教育委員会の中でも御協議をいただいて、来年度つきましては松本市今

井の市民プールを会場にこれまでどおり開催することとしております。８月２８日の開催を予定をしております。

それから、勤労者体育センターを４月から広丘体育館として利用をすることに伴いまして、電力料、水道料、清

掃料など約７０万円がふえております。以下、主なものにつきましては次ページになりますけども、３２２ペー

ジ、お願いをいたします。上から１０番目、体育施設管理委託料になりますけども、これにつきましては、市内

の体育施設の管理運営業務と貸し出し管理、清掃維持管理を体育協会に委託するもの。それから体育施設の整備

業務として、グラウンド整備、草刈り、剪定等をシルバー人材センターへ委託をするものなどになります。それ

から下から５つ目の黒ポツなりますけども、重機借上料。これにつきましては、市営球場整備用の振動ローラー

等の借り上げ、それから学校夜間照明のランプ交換時の高所作業車等の借り上げになります。３つ下の施設等補

修材料費につきましては、体育施設維持のためのグラウンド、テニスコート等の補修用の砂でありますとか、塩

化カルシウム等の費用になります。 

 次の白丸、体育施設整備事業１，３２１万３，０００円でございます。１つ目の黒ポツ、営繕修繕料につきま

しては、塩尻市トレーニングプラザの器具庫等の雨漏りがございますので、こちらの雨漏り対策、それから同施

設の壁面のシール改修、それからジム、スタジオのブラインドがもう大分傷んでおりますので、こちらを修繕と

いうことで、耐熱のロールスクリーンにかえていくという費用、それから同施設の床の修繕に係る費用、それか

ら市立体育館の自動ドアのセンサーの修繕、それから体育館の事務所の排水の修繕、それから北部テニスコート

の人工芝の補修などになります。 

 続きまして、次の白丸になりますけど、体育施設整備事業でございますけども、２つ目の黒ポツになりますけ

ども、体育施設改修工事１，１４６万円でございますけども、楢川運動場の照明設備の改修工事、それから市立

体育館の床の部分張りかえ、それから市立体育館のトイレの改修等を実施するものでございます。 

 続いて、白丸、中央スポーツ公園改修事業１５７万５，０００円につきましては、１つ目の黒ポツ、営繕修繕

料につきましては、中央スポーツ公園の西側のテニスコートの、４面ありますけれども、２面のエンドラインの

部分がもう人工芝が剥げかかっておりますので、その部分の張りかえ費用ということで計上をさせていただいて

おります。以上でございます。よろしくお願いします。 
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○委員長 それでは質疑を行います。委員の皆様より御質問ありませんか。２８５ページからお願いします。 

○丸山寿子委員 ２８８ページですが、全国短歌フォーラム３０周年ということで３０万円ほど増額で、先ほど

記念事業というようなことのお話がありましたけど、まだ実行委員会等開かれてないかとは思いますが、今のと

ころ何かわかっている内容等ありましたら、お願いします。 

○生涯学習スポーツ課長 第３０回ということで、記念事業ということで今検討中でございますけども、今まで

の短歌フォーラムにつきまして、会場周辺で行っているブースもございました。それらを含めてですね、全体の

取り組みの中の検証をして実行委員会にお諮りをしていきたいということで考えておりますが、式典自体は正午

の開会で短歌の選評を行って表彰、それからことしで言いますと、トークイベントを行って１４時の終了という

ことになっております。時間的な制約もありますので、内容的に大きくは変えることはできませんけれども、今

年度で言いますとトークイベント、永田先生と穂村先生でトークイベントを行いましたが、かないましたら、３

人の今の選者の先生に加えまして、第１回からお願いをしている岡野弘彦先生においでをいただいて、４人での

座談会等をできれば盛り上がるのかなというふうに考えております。 

 それから、ほかの部分でございますけども、３０回の記念ということでございますので、今まで３０回連続し

て投稿をしていただく方、２９回まではですね、２８名いらっしゃいます。３０回の連続の投稿の方へ記念品を

差し上げたいというふうに思っておりますし、２０回の記念事業でもそうでしたけども、自由題と題詠がござい

ますが、通常１席だけ最優秀賞を選んでおりますけども、自由題と題詠のそれぞれから最優秀賞を選べればとい

うふうに思っております。 

 それからまた、投稿者の高年齢化、参加者もそうですけども、ありますので、第３０回になぞらえまして特別

賞という形で３０歳賞ということでですね、３０歳の方に限定すると、もうほとんどいらっしゃらなくなってま

すので、３０代の投稿された方からですね、特別賞として設けたらどうかというようなことをですね、今課内で

検討しておりますので、そんなところを実行委員会の中でお諮りをして決定していきたいというふうに思ってい

ます。 

○丸山寿子委員 本当に３０年ずっと続いてきて、前も別の場面で発言させていただきましたけど、高年齢化っ

ていうのは確かにあることはあったんですけれど、昨年は本当に若い人たちが結構来てくれて、後のほうの講師

を囲んでの懇談というところにも結構参加してきてくれて、ちょっとことしは違うねということを、今まで出席

していた人たちからも出たので、ちょっと希望が持ててきているわけなんですけど。携帯電話とかスマホで何か

文字文化がマイナスになっていくかなと思っていたら、逆に短い短文であらわすということが逆にまたちょっと

人気になっているということも聞いていますので、本当に３０回という記念で、今、課長のお話のように３０歳

代の方に賞をっていうのは本当にアイデアかなというふうに思います。後のほうの懇親会も無料で参加させても

らってますけど、ワインだとかそういったものも出てまして、私は少し別に実費で少ない金額、お金をいただい

てもいいんじゃないかとも思わなくもないんですけど、その辺はどんなふうにお考えですかね。 

○生涯学習スポーツ課長 懇親会は約１時間やりますけども、今まで無料でございますので、その辺の少し料金

をいただくっていうことも、課内の中でも今ちょっとお話をさせていただいておりますけども。その辺につきま

しては、ちょっと全体の事業費等を見る中でですね、３０回記念に中身的な予算的なこともありますので、それ

も見ながら検討したいと思っておりますし、１つは、選者の先生方がちょっと１時間の懇親会の中でサインを求
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められたり写真を撮ったりというようなことで、なかなか今そんなような状況になってますので、ちょっと見る

と、お困りの様子もちょっと見受けたりするところもありますので、ちょっと検討する部分かなというふうには

思っています。 

○丸山寿子委員 あとですね。昨年はえんぱーくを会場に若い皆さんがたくさん参加する、芸人の方もいらっし

ゃってっていうこともちょっとあったかもしれませんが、若手の小島なおさんが講師で、非常に楽しい講座で、

若い人も年配の方も楽しめる内容だったので、そういったまた工夫もぜひしていただけたらと思いますが、あれ

も実行委員会のほうの企画だったというか、担当のほうの企画だったかと思うんですけれど、そのお考えはあり

ますか。 

○生涯学習スポーツ課長 ７月に開催した詠み会ｉｎ塩尻でございますけども、大変盛り上がって、いい事業だ

ったなと思いますので、ことしも、できましたら継続をしていきたいというふうに思っています。 

○委員長 ほかにはよろしいでしょうか。 

○丸山寿子委員 同じページの一番下の丸です。地域文化啓発発信事業というところで、シリーズで、今回はワ

イン物語ということで制作ということですが、かつて市内在住のはまみつを先生にシリーズでいろいろ書いてい

ただいていましたけど、お亡くなりになったわけなんですが、どういった方に書いていただくのか、お聞かせく

ださい。 

○生涯学習スポーツ課長 今年度、執筆をお願いしておりますのは、高森町にいらっしゃいます北沢彰利先生で

ございますけども、のほうに今執筆をお願いしてございます。 

○丸山寿子委員 これはちょっと私の希望ですが、山賊物語もつくってくれるといいなと思うのが、やはりそば

のことも文献が残ってたので、塩尻市も発祥の地の１つと言われています。山賊についても、そういった由来っ

ていうのができるといいなということを、ちょっとそれは要望だけさせていただいておきます。 

○委員長 要望としていただきます。 

○山口恵子委員 同じページの公民館分館施設整備事業のところで、介護予防のところでお聞きできなかったの

でここで確認したいんですが、今回、堅石と堀ノ内の分館が当初は介護予防拠点施設整備事業ということで、地

区の中でいろんな事業計画を立てて計画書も作成し市のほうにその書類を申請した後で、その申請が通らないと

いうか、国のほうでそれが中止になったっていうようなことで、急遽こういった公民館施設整備事業のほうに変

更になったと思うんですけれど、その辺ちょっと国のほうの状況がどういう経過か、ちょっと経過を追って状況

をお聞きしたいと思います。 

○長寿課長 堀ノ内さんにつきましては平成２６年から要望をいただいていました。その中で実施計画を継承し

てまいりましたけども、２７年度の補助金が大幅に縮減なりまして、２６億円から７．６億円、７億６，０００

万ということで、７０％削減になりました。この中で、堀ノ内さんには、従来から補助金が非常に採択が難しい

っていうお話をさせていただいておりますので、ある程度準備がなされたものと思います。今回廃止になりまし

て、堀ノ内さんとの調整の中では、介護予防交流施設ではなくて公民館ということで、今回この予算に計上させ

ていただいたものでございます。 

○山口恵子委員 補助金も削減されて、なかなか申請を出しても難しいということは事前に御説明をしていただ

いた上で、計画を進めていていただいていたということで今お聞きしたんですけれども、国のほうとしては予算
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が削減されたので、そこに漏れちゃったっていうことなのか、それとももう制度そのものが廃止した後だったの

で申請をすることができなかったのか、その辺ちょっとお聞きします。 

○長寿課長 これまでに、平成２５年に桟敷、本山、２７年度に大門三・四番町が採択になりました。この事業

は、国の市町村提案事業の中で市町村が先駆的に介護予防に取り組む事業として採択されましたけども、これが

２７年度末をもって廃止されまして、新たな事業ということで、２８年度以降は、きのう申し上げました要支援

１、２の方の地域移行ということと、介護予防が大幅に見直しになりますので、例えば地区の公民館を使いまし

てサロン的な通所介護、またそこに介護予防、さらに定期的な栄養改善を目指した配食ということで、そういう

サービスを総合事業の一環として新たな事業ができましたけども、私どもも２９年度に実施しますけども、そこ

まで今の例えば桟敷、本山、大門三・四番町さんを例にしますと、そこまでの取り組みは非常に難しいですので、

私どもも今回、補正の関係で２８年度対応っていうことがきましたけれども、私どもは２９年に移行しますし、

２９年度もこの新たな市町村事業から新たな総合事業に移行しましても、やはり地元区さんにお願いするのはが

非常に難しいということで、今回はお断りをした経過でございます。以上でございます。 

○委員長 いいですか。ほかに。 

○金田興一委員 済みません。私のところへ来たちょっと強い苦情は、実際に事実確認してないもんでわからな

いんですが、２７年度の区長会ですか行政連絡長会議ですか、ちょっとはっきりしてなかったんですが、その席

上で、介護予防支援施設の内容の説明があったと。それで聞いたんで、準備に取りかかって申請をする段階にな

ったら、もう終わってだめなんだよと言われたと。ちょっとおかしいじゃないかという形で、結構きついあれを

いただいたことがあるんですが。それは事実そうなんですか。 

○長寿課長 ただいまいただきましたものにつきましては、２６年７月に区長会の中で要望をいただきました。

介護予防の補助金も含めまして、公民館の新築の補助金を上げるようにということで、行政懇談会の席で要望を

いただきました。その中で私ども、まず桟敷、本山が２５年に建設をして２６年４月のオープンですので、検証

ができないということで、引き上げは当分見合わせるってことでお答えをしておりますので、決して私ども、門

前払いをしたことはございません。また、２６年７月の席でも計画をいただいても、これは市の予算につきまし

ても国の採択は非常に難しいってこともお話しを申し上げておりますし、先ほど申したとおり、大門三・四番町

の補助金の内示があったときにも、堀ノ内さんの役員さんとも直接話をしまして、非常に今回２７年度、国の予

算が７割減ったということで、非常にもう２８年度の採択は難しいということでお話を申しておりますので、決

して私ども、門前払いをした経過はございません。以上でございます。 

○委員長 金田委員、いいですか。ほかにはいいですか。 

○副委員長 短歌フォーラムについてはね、やはり権威化していくってことは大事だと思うんですよね。今、全

国から大分応募があって、いろいろな高校生、中学生なども応募されています。実務を担当しますとね、学校の

中で高校生やあるいは中学生の短歌を応募させるっていう、その窓口になるのがやっぱり大変で、少しここら辺

のところに予算を割いていただいて、学校の教師がやるのか生徒やるのかわかりませんけども、そういう部分を

ですね、もう少しやりやすくすれば応募数がふえ、そしてこれも塩尻の短歌の学生部門というのが権威化されて

くるんじゃないだろうか。たくさんですね、応募者が出てくるんじゃないかなと思います。ぜひそこら辺のとこ

ろを検討していただきたいということと、その下のところの文化会館の改修についてですけれども、２７年の大
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ホールのその設備で大分志学館だとかですね、さまざまなイベントに関するところで不自由があったと思うんで

すけど、そういうところがどうであったのかという検証と、それから２８年度、今度は具体的に照明器具のね、

末端の部分を改修されるようですけど、これについて支障がないかどうかっていうことと同時に、実際に３．１

１のときにですね、松本の市民芸術館などではイベントが行われていてね、照明器具がかなり揺れてかなり危険

な状態であったという、そういうことがあるわけですけど、今回の場合、耐震の補強について何か特に予算的に

ですね、増額するとかそういうことは検討されているかどうかということをちょっと伺いたいですが。 

○生涯学習スポーツ課長 文化会館の改修に伴いますイベント等の不都合でございますけども、大きな事業につ

きましては、２年くらい前から御予約をいただいているっていうこともございますので、そういったところでは、

関係、通年、例えば高校の卒業式ですとか、通年でいただいているというところにはですね、事前にお話を申し

上げて、支障がないようにさせていただいているつもりでございます。 

 それから、照明の耐震でございますけども、今回の中では特に耐震に対して、照明器具等の耐震対してのもの

は入ってなかったというふうに思っております。 

○委員長 いいですか。 

○篠原敏宏委員 ２９０ページの文化会館、レザンの駐車場整備についてもう一回、済みません、具体的な場所

と面積をお願いできますか。 

○生涯学習スポーツ課長 場所でございますけども、今、総合文化センターの北側に道路、市道がございますけ

ども、道を挟んで北側に今、塩尻農事放送協同組合がございますけども、その向かって右隣になります。そこが

角っこになりますけども、そこが今駐車場になっております。借地をして、駐車場としてお借りをしているもん

ですから、所有者の方が返してほしいというお話がございましたので、そちらの隣の農事放送農業協同組合の土

地を買いまして、駐車場として整備をするものでございます。面積でございますけども、現在の面積、借りてい

る面積ですが１，４３１平米、駐車場台数として６５台でございます。このたび取得をする面積が１３７９．９

３平米ということで、ほぼ同じくらいの面積でございます。 

○山口恵子委員 ２９８ページの本の寺子屋のところでちょっとお聞きしたいと思います。この事業が５年目と

いうことで、行政で図書館事業としてこの事業に取り組むっていうことの意義は非常に大きいというか、大事だ

なというふうに理解しております。それで、やっている事業内容はかなり専門性のあるものとか、その分野にと

ってはやはりとても参加者からするととても好評で、有効的な内容が多いかなというふうに感じています。それ

で、参加しない方にとっても、取り組みの内容とか実際に参加した人の声とか、そんなものを市民の方にもお知

らせをする機会が大事かなというふうに思っていたところ、先ほど外部の方が出版をされるというようなことも

あって、とてもいい機会かなというふうに思っています。そこで、本の寺子屋の参加者、多分全国から集まって

きていると思うんですけれど、市内外の人数の割合っていうか、状況がもしわかりましたらお聞きしたいんです

けれど。いろんな事業があるので、多分、内容によってはばらつきあるかと思いますけれども、その辺の状況は

いかがでしょうか。 

○市民交流センター長 ちょっと手元に細かな数字を持ってないんですけれど、全国といいましても、県外から

ですね、来るというパターンは数パーセント。それほど、わざわざ講演会のためにという形ではなかなか大変で

すので、寺子屋のほうでは。むしろ、何て言うんですか、東京とか愛知とか岐阜とか滋賀県とかですね、そうい
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うところからわざわざ２時間の講演会のために来てくださるということのほうに、むしろびっくりしているとい

うか、感激してるのが正直なところです。ほとんどは県内の方ですけれど、その県内も、ついこの間も、日曜日

にやったところばかりですけれど、佐久とかですね、来るのに２時間ぐらいかけてのところからわざわざ来てく

ださる方たちがやっぱりいらっしゃいまして、その意味でも、普通ですと市内とかですね、その辺のところにお

さまりそうなところなんですけれど、結構２時間、３時間かけてわざわざ来てくださる方がいらっしゃるという

ことで、その後、皆さんまた帰っていろいろと発信してくださっているということで、ありがたいことだと思っ

ております。 

○山口恵子委員 この企画ですね、やっぱり特徴があっていろんな分野での企画がやはりそういった意味で、皆

さんにとって興味と関心のある内容になっていると思うので、今後もね、ぜひ頑張ってやっていただきたいなと

いうふうに思います。 

○委員長 要望で。 

○山口恵子委員 はい、要望です。 

○委員長 それでは、ここで１０分間、休憩を取らせてもらいます。１１時１５分、お願いします。 

午前１１時 ７分 休憩 

            

午前１１時１４分 再開 

○委員長 皆、おそろいのようでございますので、休憩を解いて再開いたします。 

 ほかに質問ありますでしょうか。 

○丸山寿子委員 先ほどの本の寺子屋のところですが、一番下の黒ポツの本の寺子屋書籍製本費負担金１００万

円というふうにあります。例えば先ほどのシリーズ本のようなところだと本当に薄い冊子ですが、やはり印刷製

本費で５０万くらいかかったり、謝礼等々でというところもあります。この本は多分、こっちの寺子屋のほうの

はしっかりした書籍なんだろうと思うんですが、この負担金という部分ですね、もうちょっと説明をお願いした

いと思いますけれど。あと、塩尻のＰＲにもなる本であることは、ちょっと説明でもわかるわけなんですけれど

も、この辺の負担金というところをちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○市民交流センター長 出版にかかわるってこと自体がですね、なかなかないことの中でですね、ちょっと今回、

正直どのような形で組もうかというのも実は迷ってはいた部分です。というのは、市が発行すれば、今、例に挙

げていただいたような印刷製本であったり、いろんな形があるんですが、あくまで外の方が出すのに協力支援す

るという形ですね。もうちょっとはっきり言ってしまえば、うちはこれをやらないと日の目を見ない可能性があ

るというところへ支援をするということになりましたので、その執筆、出版にうちのほうがかかわり費用面で負

担させていただくと、そういう組み立てにさせていただいております。塩尻市が出版してもよかったんですね、

形としては。ただ、それをやりますと、塩尻市が発行して塩尻市の寺子屋のことをいいことを書いてあれば、手

前みそになるだけで、ちょっと読み物としていかがという部分がありましたので、それは避けさせていただいた

という形になっております。 

○丸山寿子委員 今おっしゃるような手前みそっていうこともあるかもしれないし、それから今、出版社も本屋

もですけど、結構厳しい状況の中で、片丘でも「うさぎのミミちゃん」を出すときにも、本当にかなりみんな協
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力して買いますということで出版にこぎつけたっていうようなことがあったりで、相互の協力体制というのも必

要かなっていうふうにちょっと感じて質問させてもらいました。あと、この執筆者なんですけど、どなたなのか、

今まで前の館長も何冊も専門的に書いている本の中でも塩尻も紹介されて、かなり専門的でもあったわけなんで

すけど、どういった方が著者なんですか。 

○市民交流センター長 どこまでしゃべっていいかちょっとあれですけど。というのは、出版の段階で匿名で出

る可能性もちょっとまだ今あるもんですから、ちょっと名前は控えさせていただきたいんですが、市の職員とか

そういう者ではないです。外部の、まるっきり外部の方であります。今、長野県にもいらっしゃらない方です。

以前はいらっしゃって、寺子屋にも出てきたこともあるけれどっていう方です。済みません。 

○丸山委員 負担金も出すということで、一定の量の書籍も来て、図書館等にも納められるっていうふうに考え

ていいわけですか。 

○委員長 もう一度。 

○丸山委員 負担金がどこまでどういうふうにあれなのかわかんないんですけど、一定の冊数が市のほうにもも

らえて、それをまた図書館等にも置くっていう、そういったことの形態はないですか。 

○市民交流センター長 それはあります。必要部数来るようになっております。 

○委員長 いいですか。 

○山口恵子委員 済みません、関連で。さっき聞き忘れちゃったんですけど、本の寺子屋のモデルになったのが、

今井のブックセンターでやっている本の学校っていうところをモデルに塩尻市としては本の寺子屋を開始したと

いうふうに伺っています。それで、本の学校の方は、出版業界とか図書館業界とか教育界、マスコミなど、全て

のそれぞれの垣根を越えて、やはり自由な討論をした中でこういった事業が始まっているというふうに聞いてい

ますが、塩尻市の本の寺子屋の事業の目的は、知識、知の地域づくりとして始めた事業というふうに伺っている

んですけれど、その辺のこの事業をやる大きな目的というか、その辺についてもう一回ちょっとお聞きしたいと

思います。 

○市民交流センター長 基本的な精神といいますか、それは今、委員さんおっしゃっていただいたとおり、本の

学校さんと共有しているものだと思っております。図書館が図書館のことを発信してるんじゃなくて、子供さん

たち、大人含めてですね、読むということを通じて得るものが非常に大きいんだという前提で、書く人、それか

らつくる人、売る人、それから図書館等がですね、連携して地域の出版文化をつくっていきたいということです。

今井書店さんは、その中で書店員の力をつけるんだという切り口で書店員さんの学校をつくっておりますけれど、

私どもは図書館員側でやるということで、図書館員のための講座を中に織り交ぜながら、出版関係の人に来てい

ただいたり、本を書いている人に来ていただいたりということで、毎年幅広い切り口でですね、この世界に触れ

ていただくような考え方で講座を組んできてるというふうに考えております。 

○篠原敏宏委員 私も図書館に関してちょっとお伺いしたいと思います。図書館の職員の関係でですね、２９４

ページにありますが、嘱託員と正規職員と、あと臨時職員という区分があるかと思います。そういうことの中で

図書館の司書さんも含めてですね、非常にすばらしい対応をされていて、ほとんどは女子職員の皆さんなんです

が、ほとんど臨時職員と嘱託員というふうに聞いてますし、そういうことだと思うんですが、彼女たちがですね、

ノウハウをこうやって蓄積をされて、対応についてもすばらしい対応をすればするほど、逆に心配になるのが任
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用の期限、採用期間、こういった部分が私は外から心配なります。正規職員として蓄積されたノウハウをですね、

長くそれを発揮していただくっていうのが本来の雇用のあり方やあれだと思うんですが、そういう形になってな

い。そうすると、嘱託員は契約年数がありますよね。それで臨時職員については雇用の原則が厳しく決まってい

る中で、これは現実的に人材の採用、確保ということも含めて、どのようにトータルで考え方として対応されて

いるか。これはセンター長なのか、あるいは教育長さん含めてですね、市全体の問題だと思うんですが、いかが

でしょうか。 

○副市長 人事にかかわる話もあるものですから、私のほうからお答えしますけれども、図書館もそうですし、

保育士もそうなんですね。どうしても嘱託の職員あるいは臨時の職員に頼らざるを得ないというのが。また介護

の現場でもですね、同じような状況が生まれてまいりましてですね、実は大変苦慮をしています。実はその嘱託

の職員というのは非常に身分がですね、地方公務員法の中でいうと嘱託の職員という規定はないんですね。いわ

ゆる常勤の特別職になるわけで、そこのところの規定をどうやって読むかというのが各市ばらばらな取り扱いで、

場合によったら臨時職員と同じ取り扱いですから、人件費に出てこないで物件費の中にいっちゃう。したがって

定数に入っていかないということになってますし。そこのところがですね、実はいろんな研究を今されていると

ころであります。これは、いわゆる社会的にいう正規、非正規の問題も含めてですね。そもそも公務員の身分と

いうのがどういう、いわゆる嘱託の身分というのはどうなのかということを少し私どもも検討を始めております。

結論から言いますとですね、専門職に関しては、通常５年とか６年とかということで一応雇用を打ち切りをして

います。そういうルールの中で運用をさせていただていますけれども、そういう経験なりですね、あるいは勉強

の必要なもの等々については、考慮をさせていただいています。ただ、それがその制度的にはっきりどうだよと

いうことにまだ至っておりませんのでですね、その辺は少し、法の読みとですね、私どもの条例というか雇用の

あり方をしっかりしなくちゃいけないんだろうと。場合によったら、違う手段、例えば派遣とかですね、そうい

う制度まで含めてどうも検討をしていかないとですね、人材の確保がなかなかできない。図書館の司書さんが、

いくらいい司書さんを一生懸命育てても、７年たったりしたらもう雇用打ち切りですよっていったら、どっかへ

行かなくちゃいけないわけですよ。それは保育士さんもそうですしね。介護の職員もそうです。それは非常に矛

盾を私どもとしても感じておりますので、その辺を少し研究をさせていただいて、法を改正していただくのが一

番いいんですけども、なかなかそういうわけにもいかないですから。どういう制度が適当なのかということを対

応をさせていただきたいというふうに思っております。 

○篠原敏宏委員 今、副市長が言われたことは、私も同じことは特養のほうでですね、私も経験をしました。そ

ういうことの中で、今、介護の話も出ましたが、介護の現場のほうでは、松塩筑のほうでは、嘱託職員と正規職

員に関しては、資格とね、その技量の部分で、逆にわかる差をつけるっていうかですね、差別化をする。それが

逆にキャリアパスにつながるっていう形をですね、給与制度も含めてやり直したんですよ。図書館の司書だとか

ね、保育士もそういうことができるかどうかっていうと非常に難しいですよね。それで非常勤の特別職という嘱

託員に関しては、法的には地公法の第３条何項だかに該当する。それに対して、臨時職員については非常勤の一

般職ということで、処遇待遇、これも全然違っていると。その中でキャリアパスって考えるとね、今度は司書の

資格を例えば持ってる人だとか、あるいは臨時職員を何年こうやって何回か繰り返してたら、司書の資格を例え

ば取っただとか。そうしたら嘱託職員に例えば上がる。本人の雇用の条件もあってね、お父さんの扶養の範囲で
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いたいだとか、そういったあれもありますんで一概には言えないですが、そういうこと中で、そうは言ったって、

今、副市長が言われたように、５年とか７年というくくりの中で、あなた、済みませんが５年で終わりですから

ねっていうやり取りをね、やっぱしなきゃいけないのが現場の、うんと管理的な立場での悩みではないかなって

思いますが、そこらどうですか、センター長、現場ではありませんか、そういう話。 

○市民交流センター長 悩みといいますか、私が図書館へ異動になったときに真っ先にぶつかった問題がそれで

して、当時は嘱託・臨時ともに５年でしっかり終わりというんですか、そういう運用をしてまして、ちょうど脂

が乗ったときに終わりっていうことだったもんですから、人事課のほうと話してですね、これを何とかせにゃな

らんということで若干延ばしていただいたりとかですね、違う形でというようなことで。今もそれは続くわけで

すけれど、図書館だけの問題として考えているわけにはいきませんので、今、副市長が言いましたとおり、全体

の制度設計の中ですね、人事課もともに悩んでくれてですね、やっている最中という状態になっております。 

○篠原敏宏委員 これについては、これは追及するとかそういう観点では私はなくてですね、今、副市長にしろ

センター長にしろ言われた課題というのは、非常に根本的なこれは問題だと思います。そういうことの中で、正

規職員は、今ここにおられる皆さんは皆その立場なんであれなんですが、正規職員の数を定数条例で規定をして

いく。これは世の中のですね、公務員職場だとか、地方自治体の経営だとかっていったときに必ず言われること

なんで、対外に対しては、定数の削減だとかですね、あるいは外部委託だとか、いろんなことで定数の固定費を

減らしていくっていうことを示さないといけない。一方でね、今言うようにこれは矛盾があります。ですから、

これは根本的な問題って私も本当に思いますので、ぜひ、例えば定数を削減するという言葉の裏には何があるか

っていうことをやっぱり。私たちは、こうやってそうやって見たいし、見ていくべきだって思いますのでね。ぜ

ひ、これは矛盾がどういうふうに解決、あるいは市民の目から見たら何だって話が、今度はそういう話になりま

すのでね、難しいんですけど、ぜひこれは取り組んでいただきたいなと思います。塩尻市だけの、これは問題で

はないっていう難しい話がもちろんあることは承知しています。塩尻市型の何か嘱託職員だとか臨時職員の扱い

っていうのがどうもあるように思います。それが松本とどう違うのか、伊那市と違うのか、そこら辺の研究も含

めて、ぜひこれは前向きにやっていただきたいなと思います。以上です。 

○委員長 ほかにはどうですか。 

○副委員長 ２９６ページと３０４ページのところに古田晁記念館とそれから伯茂会館の運営についてがあり

ますが、端的に申し上げて、上り調子ですか、利用度が高まっていて価値があるのかないのかということ、ちょ

っと伺いたいですね。と言いますのは、古田晁記念館は平日は閉館されていて、休日だけの開館。私も先日、御

命日に当たる日だったかな、その前後に一度伺いましたけれど、本当にすばらしい内容の記念館でありながら、

一般になかなか見られていないとか。やっぱり筑摩書房という大変大きな出版社の創業者でもありますし、ぜひ

こういうことが知られてもらいたいなと。 

 それから、先日雨氷の被害で小曽部へ行った際に、伯茂会館、久しぶりに通ったんですが、ここも費用を見た

らあまりにも低額のですね、運営費なっていて、どの程度活用されているのか、今後どうなっていくのか、ちょ

っと伺いたいと思っております。 

○市民交流センター長 私のほうから古田晁記念館の関係ですが、今おっしゃっていただいたとおり土日のみ、

それで冬期間も閉鎖ということで、かなり限られた運用になっております。年間の来場者も６００人前後くらい
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なところできておりまして、決して利用が活発ということではございません。何か考えていかなきゃいけないな

というのが１つはあるのは確かで、宿題としつつきております。一方でですね、コミュニティ・スクールの関係

で、北小野地区で地域の価値あるものを子供たちにという動きの中で、古田晁記念館を組み込んできていただい

てるということでですね、１つには新しい記念館の使用といいますか、事業がですね、行われつつあると思って

おりまして、そういうことに関しても、私どもとしても精一杯お手伝いしていけたらなというふうに考えている

ところでございます。 

○生涯学習スポーツ課長 詳細な部分がございますので、補佐のほうから答弁させていただきます。 

○社会教育係長 伯茂会館の利用につきましても、年々減少の一途をたどっておるというのが現実でございます。

特に、今年度につきましては、皆さん既に御承知のとおり、夏に熊が出たというようなことなどがございまして、

そういうようなものが新聞等で報道され、激減をしているというような状況でございます。あちらのほうにつき

ましても、市内のＮＰＯの青少年団体等の御利用、あるいは、夏場については都会からの青少年の団体の活動の

利用というものが目立っております。 

○委員長 ほかにはよろしいでしょうか。 

○丸山寿子委員 古田晃記念館のことで私もちょっと聞こうと思いまして、２０周年なんですが、何か行うって

いうことを具体的にはお聞きはしてないんですけど、何か考えていることがあったらお願いしたいというのと、

そうですね、筑摩書房ということで悩み多き若い人たちに、やはりそうは言っても今でも太宰治すごく読まれて

いて、少し、何年か前にブームにもなったりまたしていますが、その辺も加味した中で、記念館のほうも短歌館

のように何か少し催しができるとか、一般の方が行きやすいような、何かそういった工夫はないのかと思ってお

聞きしようと思ったんですけど、どうでしょうか。 

○市民交流センター長 あそこでですね、以前文学サロンをやってたんですけれど、駐車場が基本的にあまりな

いということであったりして、結局支所に移り、支所だと発信力が逆に弱いということで、えんぱーくに移りと

いうような経過をたどっております。大きなことをやろうとすればするほど、あそこでは無理というようなこと

がありまして。先ほどちょっと触れなかったんですけれど、記念館の１つの価値としてですね、筑摩書房さんと

のおつき合いが今も良好な関係で続いておるのを非常に大事にしていきたいというふうに思っておりますので、

何か大きなパーティを開くとかですね、そういうことはちょっと今考えておりませんけれど、継続的なサロンを

続けていく中でですね、工夫の中でことしはちょっと２０周年をやっていこうかなというふうに考えております。 

○丸山寿子委員 寄贈もしていただいて、１階のほうにもかなり本が、筑摩書房としてのコーナーがありますが、

どれだけ知られてるかっていうところも、知ってる人は知っているがというような感じもしますので、せっかく

２０周年ですので、そちらのほうもＰＲもさらにしていただいきたいと思うんです。ので、よろしくお願いしま

す。 

○委員長 要望で。 

○丸山寿子委員 要望でいいです。 

 それから、済みません、次、別のところで。３０２ページ、ひらいでの里魅力づくり事業ですが、包括的に活

用というようなことでさっきお話ありました。平出も重伝建の指定に向かっているところで、あそこも古代の時

代から山とか町並みとか何も変わらず、泉も今も湧き出している、全国でもまれな地であるということをお聞き
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はしているわけなんですけれど、せっかくそういう方向に向かっているので、ぜひそういった活用もと思うんで

すけれど、今の段階で何か具体的に少し考えられていることはあるのかどうか、ちょっとお聞きしたいです。 

○平出博物館長 先ほど申しましたひらいでの里魅力づくり事業ということで、２８年度から取り組んでまいり

たいというふうに考えている次第であります。まず、先ほど説明しましたようにまず第一にですね、あの地域の

魅力というのがどういうものかということを、まず改めまして再検証してまいりたいというふうに考えておりま

す。今、委員さんおっしゃるとおりですね、さまざまな魅力があります。これは歴史文化的な価値もありますし、

また自然景観、あるいはですね、今はやりの観光といった面からでもですね、非常に魅力のある地域だというふ

うに言われておりますので、そういった部分をですね、個別ではなくてトータルとして、どんなものが、逆に言

えば価値として生み出せるのかというところをきちっと踏まえる作業をですね、まず着手してまいりたいと。す

ぐ結論が出るわけではございませんけども、そんな取り組みをしていきたいということであります。また、その

ためにはですね、単なる歴史文化的な価値ではなくて、もうちょっとマーケティング的な視点だとかですね、そ

ういった部分も踏まえながらの視点を持ってですね、さまざまな意見等をお聞きしながら進めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

○丸山寿子委員 ガイダンス棟などで、本当は全国の遺跡のところに行きますと、組み立てが違うからなのかも

しれませんが、例えばお土産も売っていたりですとか、もうちょっと行った人も楽しいような博物館の延長線上

になっているところもたくさんあるけれども、なかなか塩尻の場合はそこまでいってないわけなんですけど、今

のお話もありましたのでマーケティングもしていただくのと、それから、前に少し耳にはしたんですけれど、な

かなかそう実際にうまくいくか。例えば飲食店とかそういったものが全くないというようなことで。平沢もそう

なんですけれど、奈良井のように、重伝建のことに、何て言うのかな、ちゃんと内容が合っていて、それで、し

かも訪れた人たちが休憩したり、楽しむことができるような要素っていうのがやっぱり必要だと思うんですけれ

ど、平出もなかなか、そういう話題は出るけれど、なかなかまだ現実的ではないということもお聞きはしている

んですけれど。その辺についていかがでしょうか。 

○平出博物館長 先ほど言いました平出遺跡だけはなくて、平出の重伝建だけではなくて、平出そのものの価値

がどこがあるのかということだというふうに考えております。偉い学者の先生たちに言わせると、歴史的重層性

が平出の価値だと。歴史的重層性ってなかなか難しい言葉で、平たく言えば、古きよきものが残っているという

ような意味だというふうに理解もできないことでもないんですけれども。そんな中ですね。単に、先ほど言いま

した観光地化していくことがですね、平出の持っている今の価値、あるいは潜在的価値をですね、今後も残して

いくものかどうかというところもですね、大変重要なことだと思っております。一方では、そういった学術文化

的なものの価値のほかにですね、市民の皆さんに楽しんでいただくということころもまた重要な価値があります

し、博物館としての機能として果たしていかなければいけない部分だというふうに思っております。ただ、これ

は思っているところであって、具体的にそれをどう表現して、どうプロモーションしていくかというところにつ

いてはですね、今後検討させていただければ大変ありがたいなと思っております。以上です。 

○丸山寿子委員 平出のことはそれでお答えいただきました。 

 平沢のことも前からも言っていまして、重伝建のほかにも、実際にもう漆器をなりわいとしている人たちもい

る。そして、行事もある中で、訪れた方が漆器祭のときだけでも、なかなか来た人たちが十分、そういう今、館
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長が言ったような意味でですね、楽しむ部分でなかなか休養できる場所がなかなかないですとか。なので、歴史

とかそういったこともすごく大事なんだけども、そのまちがそれで維持していくためには、やはり別の観点も取

り入れたふうにもっていかないと、いくら整備しても、それがちゃんと長続きしていくのかなとか、そういった

ことをやはり思いますので、ここの教育のほうの分野だけで言えることではないので、経済のほうの分野のほう

にも言っていかなければとは思うんですけれど、両方が充足してこそ、やはり訪れる人もまた十分に学習もでき

て、楽しむこともできると思いますので、またそういったこともあわせて研究していっていただきたいというこ

とをお願いしておきます。 

○委員長 要望で。 

○金田興一委員 済みません。今の関連で、平出の遺跡のあのガイダンス棟、あそこは基本的には中での飲食は

だめと、こういうふうになっていますか。 

○平出博物館長 飲食等についてはですね、大いに家族連れで来ていただいてですね、お弁当等を広げて、公園

も含めてですけども楽しんでいただければ大変ありがたいなと思っておりますけども。ただ、火の始末だけはで

すね、きちっとやっていただくようにお願いをしておりまして、そば祭りのようなときはですね、復元家屋の中

でもですね、お弁当を食べていただいたりということもしておりますので、そんなことで御利用いただければ大

変ありがたいなと思っております。 

○金田興一委員 もう２年くらいになりますが、小林館長さんのときに、実は地域の老人クラブで、歩ける人は

こういうふうに歩いて、歩けない人は地域振興バスで行って、それでお昼には一緒にあそこでお昼食べようと。

人数的には少なかったんですが、１８人か１９人。２０人までいたかどうかなんですが、こっちの中のところは

入り切れませんよね。それで、あそこの何て言いますか、学習室って言いますか、勾玉つくっているとこ、あそ

こらも使わせてもらえないと２０人から入れないけどと言ったら、ここは一切だめですと。外でやってください

っていう話になったりして。そのときに、できればね、幼稚園・保育園あるいは小学校も遠足のコースに選んで

いけばうんといいと思うんですよね。そういうことを考えれば、確かに、ただあそこは勾玉つくったりするとこ

ろは、あれだけの広場だけど、片づけようと思えば片つくんですよね、すぐ。ああいうところも利用させながら、

いわゆるある程度の人数も対応できるような形で、そういう遠足なんかでも受け入れるような体制にするのって

いうのは難しいかな。これはいいです、要望にしておきますけれども、ぜひ研究していただければありがたいと、

こんなふうに思います。 

○平出博物館長 大いに研究させていただきますけども、現実的にはですね、例えば学校のですね、学校だとか

あるいは育成会なんかで来ていただくときに御利用いただいてますし、今言う体験学習室も御利用いただいてる

ケースはあります。恐らくそのときにたまたまですね、年間通じて予定が入って午後からどこどこ学校の体験み

たいなとこがある場合もあって、ひょっとしたらということもちょっと私の中では想定するんですけども、大い

に御利用いただければ大変ありがたいと思っております。そんなことで。研究もしてまいりますし、また対応も

させていただきたいと思っております。 

○山口恵子委員 皆さんおっしゃってることと同じなんですけれど、地元の方や市民の方が望んでいる期待感と

か、また訪れた方の期待感と、先ほど説明をいただいている価値としての、何て言うんですか、それがちょっと

ずれがあるというか違いがやはりあるわけなんですよね。その辺、今後、やっぱり価値観含めてプロモーション
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をね、今後しっかりしていかれるということですので、その辺やはり、ちょっとその現状も踏まえた上で今後よ

ろしくお願いします。要望です。 

○委員長 要望で。 

○篠原敏宏委員 平出に関してはね、今、館長さんの説明の中で考え方とかよくわかりますしあれなんで、１つ、

今度は重伝建の選定の方向があるということで聞いてますんで、その重伝建指定も含めて考えると、今度、町並

み環境整備事業がね、平沢、奈良井が一段落、やっぱりするわけですし、平出が今度はそれとあわせて、今言う

観光対策だとか生活環境面、あるいは観光の動線確保みたいな観点からすると、町並み環境整備事業というのが

すごくマッチすると私は思いますんで、これは考え方として今後。これは平出のほうの担当のでは多分なくて、

まちづくり課ですか、あちらのほうの担当になると思うんですが、副市長のほうもそれは、今後、そういう考え

方っていうのはトータルの中ではないでしょうか。 

○副市長 環境整備は必要ですからね。そのために、いわゆるまち交といいますか、そういう事業として入れて

きたんで、何もそのまち交なりそういう事業が先にあってですね、ということではありませんので。今、館長が

説明したように、平出地区というのは非常に重層的といいますか、もう古代から今現在まであそこに生活をして

ですね、しかも生活の場としてずっと、言ってしまえば何千年というふうにあるわけですから、そういう物語を

どうやって地元の方々と一緒にですね、我々がつくっていかれるかということが非常に大事で、そういうことを

表現していくためにじゃあ環境づくりをどうやってやっていくか。これは必要であろうというふうに思っていま

す。そういう必要性が問われてくればですね、当然事業として取り組んでいかなければならないということだろ

うと思っております。 

○篠原敏宏委員 全く私もそう思いますので、ぜひ前向きな取り組みをお願いしたい。 

 もう１点、平出遺跡の発掘調査ですが、発掘整理事業というふうに今、目の名前もなってますが、発掘そのも

のはあれですか、今後、発掘調査自体は予定されますか。 

○平出博物館長 今ここで予算を上げさせている発掘調査事業はですね、平出遺跡の公園の整備事業にかかわる

発掘をしたものの、整理作業がまだまだ続いて、膨大な量もありますし、また以前発掘したですね、東山山麓線

等々のですね、遺物等の整理もございますので、そういったものを整理しながら平出で言えば、先ほど予算の中

で説明しました平出遺跡から発掘されたものの古代篇の報告書を作成してまいりたいというふうに考えておりま

す。市内ほかの地域では小規模な住宅開発等があって、それに伴う構造物等の発掘がですね、生じる場合も予定

されておりますけども、今のところ大規模な発掘等についてはですね、２８年度の中では計画がありませんけど

も、今後いろんな開発計画が動いてくればですね、その都度対応させていただきたいと。 

○篠原敏宏委員 平出遺跡というか縄文遺跡に限って、今後、もうあそこの地区全体でいわゆる縄文遺跡として

の発掘というのは、学術的なことも含めて、あり得るわけですか。 

○平出博物館長 平出遺跡の史跡指定されているところが約１５．６ヘクタールですか、公有化させていただい

てるところが５．６ヘクタールくらいです。遺跡の発掘調査そのものをしているのはですね、全体の１３．４％

ほどだというふうに聞いております。ですから、そういう意味ではですね。非常にまだまだ埋もれた価値が、潜

在的な価値があるというふうに考えられますけども、当面はですね、新たな発掘作業をするという予定は、私ど

もの計画の中で持っておりません。 
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○篠原敏宏委員 わかりました。遺跡の発掘にかかわってアルバイトをしたっていう方と話をしたあれがあって、

非常に、見入りはともかく楽しい作業だったと。非常にあれはおもしろい、はまるというような話というのがあ

りまして、これはやっぱり本質的なとこも含んでいるんじゃないかなと。何で作業が楽しいのかなってことにな

りますと、ロマンとですね、そういうあれがあるという話をされてた人がいます。そういうことの中では、ぜひ

古代遺跡の発掘っていうのが社会教育だとかですね、子供たちのそういう作業、こういうことにも非常に、逆に

いい教材だし、市民にとってもこれは人が来るか来ないかってことは別としてですね、楽しいメニューに私はな

るなり得ると思いますんで、ぜひそういう場所があればですね、積極的に対応をしていただければありがたいな

と。これ意見として言わせていただきます。以上です。 

○委員長 ほかにはよろしいでしょうか。 

 先へ進みましょう。お願いします。いいですか。 

 ３２２ページまでＯＫですか。いいですか。 

○篠原敏宏委員 いろいろ幾つもあるんですが。社会教育、生涯学習全般に関して、きょうのここの答弁を中野

課長、非常に広範な部分を受け持っておられるということがわかりますが、一般質問で私も聞いて、あれですぐ

納得したっていうことではなくて、その観点で聞くんで教育長さんにお伺いしますが、今、中野課長のほうで、

生涯学習スポーツ課のほうで所管をされている施設、ハードの施設っていうのは何施設くらい今。今ここで勘定、

ちょっと後で教えていただきたいですが、財産に関する調書の中に出てくるですね。公的施設のうちの恐らく何

割かは生涯学習スポーツ課のほうで担当されているんじゃないかなって思います。きょうの説明の中で、るる一

つずついろいろ聞きたいことはあるんですが、それはやめにしてですね、これだけ広範な施設の管理あるいは営

繕や統廃合を含めて、それぞれにみんなすごい、個々に見れば大きな課題をみんなそれぞれの施設が持ってるっ

ていうふうに私は思います。そういうことの中で目が行き届くか、あるいは配慮ができるかってことをちょっと

考えますと、非常に優秀なスタッフがきょうの席の中にそろっておられて心配ないよって、教育長さんにはそう

いうふうに言っていただいて、今ある現有スタッフでは心配ないっていって言うことがあろうかと思いますが、

いかがですか。これだけ大きな分野をこういうふうに。中野課長は非常にすぐれた人ですし、部長を含め、係長

含めね、今の形では心配ないよって言われるかもしれませんけども、私から見ると、ちょっとこれはやっぱり問

題があるんじゃないかな。あるいは、例えば文化財に関しても、みんなそうでね、平出もそう、堀内家もそう。

これだけ専門スタッフも含めて手が必要、そういうふうに私からは見えます。そういうことの中で、これで全て

充足して１００％うまく、うまくって言うと語弊がありますが、回っていくかっていったら、非常に心配です。

いかがでしょうか。 

○教育長 心配は全くないかと言えば、そういうことではないわけでありますけれども、今の市の定数の中で、

どの部、課、係にしても、全てがやっぱり同じようにたくさんの業務を抱えて、それを分担してやってきている

わけで、それは教育委員会も一緒だと思います。教育委員会の中でも、教育委員会は非常に幅が広いわけですけ

れども、それぞれの部、それから課、係それから担当を決めて、その中でしっかりと担当の仕事を決めて取りか

かっていただいておりますので、今の現有の勢力の中でしっかりとそれを進めていく、それしかないかなと思い

ます。ので、それぞれが自分の担当するところの専門性を高めてもらいながら、研修も進めながら、しっかりと

対応していきたいなと。その上でどうしてもできないとか、業務が進まないとか、そういうことになれば、市全
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体のところで相談をしながら改善をしていく。とりあえずは今の現有の勢力で、幾つかの重点的なミッションが

ありますけれども、進めてまいりたいなと、そのように思っています。 

○篠原敏宏委員 教育長さんの言われるのもわかりますし、現有のところでは、すべからくやっぱりそうだと思

います。ただ、この全体の今回の機構改革のあれを見ますと、副市長さん、ほかのね、例えば産業振興事業部な

んかでは、農政担当の部長、ブランド担当、要は参事・部長クラスが４人もいます。それぞれに受け持ってです

ね、そういう形を取っている。あるいは、健康づくりの部分と市民生活の部分を整理をして、建物も含めて整理

をされて、だからそれはちゃんと機能をする方向へいい形で機構改革が進んだというふうに私は思っております。

あるいは、シティプロモーションっていうセクションをつくってそこに人を充ててっていうことは非常に必要だ

し、評価される。そういう中で、教育委員会のこの生涯学習部、ここにだけ何か負担が行っちゃってるんじゃな

いかなっていう、うがった見方ではないですが、トータルでこうやって見ますと、そんなふうに見えますけども。

いかがですか、庁内全部のっていうことで教育長さんが今言われましたしね、頑張っていることはわかるし、こ

れで回していくっていう意気込みもわかりますが、いかがでしょうか。 

○副市長 おっしゃってる意味はわからないでもないですけれども、今、教育長も申し上げましたとおり、非常

に優秀なスタッフを、量より質ということもございますのでですね、そういうふうにそろえておるつもりでござ

いますし。これで新しい事業、新体育館の事業も始まりますし、非常に社会教育、体育、スポーツ含めましてで

すね、現有スタッフで頑張れる範囲というのがおのずと決まってくるというふうに思っております。したがって、

組織あるいは人事というのはですね、常に流動をしていかなくちゃならんというふうに思っていますので、その

点はぜひ状況を見ながら対応をしていきたいと思います。 

 ただ、業務量が、きのうもちょっと御議論いただきましたとおり、３０年になったら介護施設の指導監督まで

全部来ちゃうなんて話は、ちょっと初めて私も聞いたもんで。そういうところに対応をしていく、しかも少ない

人数でですね、一定の決められた定数の中で対応をしていくというのは非常に難しいと。したがって、生産性を

ですね、一人一人の生産性をきちっと上げていかなくちゃいけないということが、まさに我々に問われているの

かなというふうに思っておりますので。組織の問題それから人事の問題含めましてですね、適切に対応をしてま

いりたいというふうに思っております。 

○篠原敏宏委員 そのとおりだと私も思うんですが、例えばきょう審議している各論を一つ一つ見ましても、や

っぱり営繕修繕、いろんな細かいとこまでね、やっぱりこれは目を届かせていただかなきゃいけませんし、ある

いは、施設の統廃合、ファシリティマネジメントからすると、これから閉じてかなきゃいけない。そうすると各

論、いろんな相手、利用者、そういった方にそういった説明をしながらですね、難しい作業をしていかなきゃい

けないわけでして、例えば楢川地区で弓道場の廃止だとか、楢川体育館の営繕の要望なんかも私どものところに

届いてますし、そういったことでの細かい対応をしていただくっていうのは、これは生半可なことではできない、

あるいは負の作業みたいなのをしなきゃいけない。そういうこと中ではね、今言われたことはわかりますけれど

も、ぜひこれは、長い目で、３年５年という部分で、これはやっぱりどこかで大きな落ち度ならないように、そ

ういう目でぜひ見ていただきたいなと思います。心配は心配ですので。 

○委員長 要望でいいですか。まとめてください。 

○篠原敏宏委員 今言われる意味はわかりましたけれど。済みません、長くなりまして。 
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○委員長 では、全体を通して何か質問ありましたら、端的に質問をお願いします。なし。 

 それでは、自由討議を行います。何かございますか。 

 それでは討論を行います。ありませんか。 

 ないようですので、議案第３３号平成２８年度塩尻市一般会計予算中、当委員会に付託されている部分につき

ましては、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第３３号平成２８年度塩尻市一般会計予算中、当委員会に付託されている部分

につきましては、全員一致をもって可決すべきものと決しました。 

 ここでお昼休みといたします。午後１時より再開いたします。御苦労さまです。 

午後０時０２分 休憩 

 

午後０時５９分 再開 

○委員長 それでは、ちょっと時間早いんですが、ここで休憩を解いて再開します。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第３５号 平成２８年度塩尻市奨学資金貸与事業特別会計予算 

○委員長 議案第３５号平成２８年度塩尻市奨学資金貸与事業特別会計予算を議題といたします。説明を求めま

す。 

○教育総務課長 それでは、議案第３５号をお願いいたします。説明の前にですね、先日、昨日ですけれども、

一般会計のほうで特別会計への繰出金の３９０万円について説明をさせていただきまして、その関係の補足資料

を用意させていただきましたので、配付してよろしいでしょうか。 

○委員長 配付をお願いします。 

○教育総務課長 それでは、まず平成２８年度予算の概要のほうからお願いいたします。予算書の３８９ページ

からでございます。平成２８年度塩尻市奨学資金貸与事業特別会計予算、歳入歳出予算額ですが３，０３５万９，

０００円で、前年度比では９６万５，０００円、３．２％の増でございます。事業の概要につきましては、成績

優秀で向学心のある学生及び生徒で、主として経済的理由により就学が困難である高校生及び大学生に奨学金の

貸与を行うものでございます。この財源については、寄附をいただいた基金をもとにしております。 

それでは、歳出の概要でございます。予算書３９９、４００ページをお願いいたします。１款総務費１項総務

管理費１目一般管理費でございます。貸付事業管理費、最初の丸でございますが、こちらについては事務費でご

ざいますけれども、選考委員５人分の報酬のほか、２８年度については、新たに導入を予定しております納付書

システムの委託料などの経費でございます。 

その下の白丸、基金の積立金でございます。こちらは毎年度返済をされました償還金及び利息、それから繰越

金を基金に戻す、積み立てるものでございます。育英基金につきましては３人予定でございますし、大野田育英

基金のほうについては４０人を予定しております。 

それから、その下の一般会計繰出金でございますが、こちらは平成１７年の楢川合併時に木曽広域連合分を市

の制度に統合をいたしました。その際に一般会計から繰り入れをして、広域連合のほうに一括償還をしておりま
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すので、対象者から償還した分について一般会計のほうに戻しているというものでございます。２８年度は３人

分、５７万６，０００円を予定しております。 

それから、２款の貸付金でございます。白丸の奨学資金貸付事業ですが、こちらがこの事業の主な経費であり

まして、奨学金の貸与申請者への貸付金であります。本年度までに既に貸し付けを開始していらっしゃる継続の

方、それから、新年度新たに貸し付け見込みの方を計上しております。育英基金のほう、高校生では継続者が３

人、新規は５人見込んでおります。それから大野田育英のほうの大学生については、継続者が１８人、新規を１

０人見込んでおります。以上が歳出でございます。 

それでは、歳入でございますが、３９５、３９６ページへお戻りください。１款の財産収入でございますが、

こちらは基金の利息分ということになります。 

２款の寄付金については、目出し１，０００円ということであります。 

それから３款の繰入金ですが、これは育英基金、大野田育英基金から貸付事業のために一旦繰り入れをしてい

るというものでございまして、先ほど申し上げましたとおり、育英基金を高校生、大野田育英基金を大学生の貸

し付けに充当をしております。それから、２項他会計繰入金、これが昨日説明いたしましたが、一般会計の繰入

金でございます。不足分を繰り入れるということですが、後ほど資料のほうで説明をさせていただきます。 

４款繰越金については、２７年度の償還金、出納整理期間中に入った償還金でございます。 

それから、おめくりいただきまして５款の諸収入でございますが、こちらが、貸与期間が終了して返済をされ

てくる償還金であります。第１節の育英基金は高校生の分、第２節の大野田育英基金は大学生の分でございます。

それから第３節につきましては、先ほどの木曽広域連合の償還、奨学資金の分ということでございます。 

なお、２８年度については、既に募集を２月１５日号の広報で告知をしてございまして、４月１１日までの申

し込み締め切りとなっております。ホームページ等にも掲載をしてございます。 

それでは、先ほどの３９５ページのほうですが、予算書の、他会計繰入金の一般会計繰入金３９０万の関係を

御説明いたします。先ほどお配りした資料、奨学資金貸与制度の状況というものでございますけれども、１番の

経過にございますように、平成２４年度からですね、新しい制度としております。 

制度改正の内容が２番にありますが、こちらは大学生ですね、今回、大学生対象ですので、４点記載させてい

ただいておりますが、まず貸付枠の拡充ということで、５人だったものを１０人にしております。それから入学

一時金制度というのを新たに設けて、初年度ですが２０万円を上限に貸与ということになっておりますし、償還

期間も借りていた期間の２倍だったものを３倍に延長しております。それから一部免除制度というのを導入いた

しまして、戻ってきて働いて塩尻市に住むというような条件で、最大で年間償還額の２５％を免除という制度を

新たに設けております。 

そういった中で、３番のところに年度別の貸与状況がございます。（１）のほうは高校生の部分でございますが、

高校生も制度改正はしたんですが、２４年度以降も新規貸与者はそういう状況で、２人ないしは１人ということ

で、それほど多くはなってきてないという状況でございますが、（２）の大学生のほうでありますが、２４年度か

ら拡大したということもありまして、多いときは１１人でしたが、２７年度、本年度も９人ということでふえて

きております。貸与額の合計も２３年度までに比べると、年々増加をしているというような状況で、２７年度時

点では１，６２０万円という状況でございます。 
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おめくりいただきまして２ページのほうが、こちらは今度は返していただく償還のほうの状況でございます。

２６年度の決算数値でありますけれども、育英基金の関係が２人、大野田育英基金の関係が２９人、木曽広域分

が７人というような状況でございます。未納も若干出てきている状況でございます。 

それから、滞納の関係についても、高校生のほうでお二人、大学生のほうで３人、（２）のほうで出てきており

ます。こちらについても督促等をやってきておりますけれども、本人の方の事情もありまして、あまり、大きな

額を返していただくというような状況にはなっておりませんが、順次返していただくようになってきております。 

そういった中で、５番のほうが年度別の基金残高ということでありまして、大野田育英基金のほうは、もとも

と１億円寄附していただいた分を財源としておりましたけれども、年々減ってきておりまして、特に２４年度の

制度改正以降は１，０００万円単位で減ってきているということで、２７年度末については１，４９０万円ほど

になってしまう見込みであります。右側の高校生のほうは、もともと３，０００万円の寄附の基金を財源でござ

いましたが、２７年度末でもまだ２，５００万円ありますので、こちらについては基金で当面運用していけると

いうような状況でございます。 

これをもとに３ページのほうのシミュレーション、ちょっと細かい表で大変申しわけないんですけれども、シ

ミュレーションをつくった中では、上の右側の括弧に条件ありますけれども、新規の貸与人数大学生１０人を想

定いたしますと、大体最高で１人６０万円プラス一時金の２０万円で８０万円借りられますので、１０人分です

と８００万円になります。１２年をかけて返してもらうということ、それから、一部免除を受ける方も出てくる

だろうという想定でシミュレーションをしました。 

下の表ちょっと細かくて見づらくて申しわけないんですが、２８年のところを見ていただきますと、５年目と

いうことで、基金が一番左ですが、先ほどの１，４００万円余でございます。それから中ほどに貸与額がござい

まして、新規分が８００万円、（ｃ）の欄ですね。それから継続分として１，０３２万円ということで、合計で１，

８３２万円ほど、２８年度は貸与するのに必要ということになりますので、基金の残高が足りません。というこ

とで、左側の増資額、合計（Ｂ）のところにありますが、３９０万円ですね。制度による拡大分の３８２万円と

減免して返ってこない分を想定して８万円で、合計３９０万円というのが算出の根拠になっております。今後も

基金は左側の欄で減っていきますので、毎年一般会計のほうから繰り入れ、合計欄の（Ｂ）ですけれども、必要

になってまいります。３７年度くらいまでは１，０００万円を超える繰り入れも必要になってくるというような

状況でございますが、子供たちの経済的な理由によって進学できない、勉強できないというようなことのないよ

うに市としてやっている事業でございますので、今後もこういう形で考えていきたいと思います。説明は以上で

あります。 

○委員長 ありがとうございました。それでは、委員のほうから御質問のある方はどうぞ。 

よろしいですか。ないですか。 

○丸山寿子委員 一応確認で、実際に応募してきた人の人数について教えていただきたいと思います。 

○教育総務課長 先ほどの資料のですね、１ページ目にあります。大学生のほうで言うと、２６年度は５人なん

ですが、応募が７人ということで少なかった中で審査をして５人でございます。それから、２７年度は９人です

が、応募は１３人という状況でございました。高校生については、応募してきた方がお二人、１人ということで

採用というか貸与になっている状況です。 
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○丸山寿子委員 一応再度確認で、済みません。応募してきた方に対してですけど、書類で提出していただくの

と、あと過去には作文を提出っていうこともあったんですけど、今現在はどんなことでやっているのか教えてく

ださい。 

○教育総務課長 現在も作文も提出をしていただいております。それから申請書とですね、審査に必要でありま

すので、学業成績証明書ですとか世帯の方の所得を証する書類、それから学校の推薦書というようなものも出し

ていただいている状況でございます。 

○丸山寿子委員 わかりました。いいです。 

○委員長 ほかにはいいですか。ないようです。 

 それでは、自由討議行います。何かございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第３５号平成２８年度塩尻市奨学資金貸与事業特別会計予算につきましては、

原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第３５号平成２８年度塩尻市奨学資金貸与事業特別会計予算につきましては、 

全員一致をもって可決すべきものと決しました。次へ進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第３６号 平成２８年度塩尻市介護保険事業特別会計予算 

○委員長 議案第３６号平成２８年度塩尻市介護保険事業特別会計予算を議題といたします。説明を求めます。

○長寿課長 議案第３６号介護保険事業特別会計につきまして、予算書の４０２ページをお願いをいたします。

４０２ページとなります。予算説明資料では２２ページから掲載してございます。４０２ページから始まる２８

年度会計予算につきましては、２７年度から２９年度までの３カ年間にわたる第６期介護保険事業計画に基づく

財政運営期間中の中間年に当たります。この中で２８年度会計の歳入歳出予算の総額は、第１条にありますよう、

５１億３，７００万円余の予算につきまして御審議をいただくものでございますが、前年度予算からマイナス３．

２％、１億６，９００万円余の減額予算となっておりますので、まず前年度予算額から減少した理由につきまし

て説明申し上げますので、４０６ページをお開きをください。４０６ページになります。 

４０６ページ、最初の１款総務費の右端の比較欄をごらんいただきますと、前年度予算額から５２５万円余の

減となっております。これは前年度予算におきまして、制度改正に伴うシステム改修委託料の６００万を超える

特殊事情的な経費があったことによる減となります。 

次の２款保険給付費では、前年度予算額から１億５，３００万円余の減となり、率でマイナス３．０％の減額

予算としております。この減額は、前年度予算の２７年度当初予算額を保険料改定の際に用いる全国共通の国の

ワークシートに基づいて積算された給付費額を計上したもので、２７年度予算額が大きな予算となっております。

全国共通の国のワークシートは、全国の市町村が保険料改定の際に用いるもので、本市の過去３年間の被保険者

数や給付費などをもとに、全国共通の平均伸び率などの国の係数を用いて算定されることから大きな給付費とし
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て積算されますので、前年度当初予算額から減額予算に転じたものでございます。なお、２８年度予算の保険給

付費におきましては、ワークシートによらず実績に基づいた給付見込み額を計上しております。また、後ほど御

審議をいただきます第４６号議案の２７年度会計の補正予算におきまして、保険給付費の大幅な減額補正を計上

しておりますので、２８年度の保険給付費を２７年度決算見込み額と比較いたしますと、約２億円の増、率で４．

２％増の予算を組んでおり、居宅サービスを中心に増加を見込んでおります。 

その下、３款地域支援事業費の１，１００万円余の減は、昨日の一般会計予算の中で触れさせていただきまし

たが、高齢者世帯に対しますタクシー利用料金助成事業が２８年度からこれまでの特別会計予算計上から一般会

計予算計上へと移行したことなどによる減となります。 

それでは、新年度の予算内容につきまして、歳出から御説明申し上げますので、４１８、４１９ページをお願

いをいたします。４１８ページからの歳出予算につきましては、２８年度におきましては大きな制度改正は予定

されておりませんが、２９年以降に向けた対応が必要な事業が幾つもありますので、その内容を含めまして説明

させていただきます。 

歳出予算の右４１９ページ、最初の１款総務費の白丸、介護保険事務諸経費の黒ポツの２つ目、介護保険施設

整備審査会委員報酬は、塩尻市内に広域型の特別養護老人ホームを新設するに当たり、建設及び運営を行う事業

者の選定を行うための審査会の委員報酬となります。建設を予定する特養は、長期入所５５床、短期入所５床の

合わせて６０床の広域型施設として２９年度に建設工事に着工し、３０年中に開所を予定するもので、先月から

事業者の募集を開始し、今月末で応募を締め切りとした上で、来月４月下旬に審査会を予定しておりますが、複

数の法人から問い合わせをいただいております。 

その下、白丸、嘱託員報酬と認定調査費等諸経費は、市町村が行う介護認定調査の一次判定に要する事業費と

なります。このうち、認定調査費等諸経費の黒ポツの中ほど下、文書作成手数料の１，５１７万円余につきまし

ては、介護認定の際に必要となります主治医の意見書の作成に要する手数料となります。この手数料は、法的に

自己負担を求めておりませんので、全額一般会計繰入金を財源に賄っております。 

次のページをお願いいたします。４２１ページ最初の白丸、認定審査会に係る松本広域連合負担金は、松本広

域連合に設置されております介護認定審査会の二次判定に必要な費用を、管内の市村が均等割と前年度の認定審

査件数に応じた実績割でそれぞれ負担するものでありますが、左の財源内訳にありますように、事業費の全額を

一般会計繰入金で賄っておりますので、前段の事務諸経費とその下の趣旨普及経費を含め一般会計繰入金を財源

とした事業となりますので、これらの事業を含めましても、本特別会計の財政運営や加入者の保険料に影響が生

じない予算構造となっております。 

同じページ２款保険給付費のうち、左ページ２款１項の介護サービス等諸費は、要介護１から５に該当する方

の給付費となり介護給付費と呼ばれております。 

その一方で、次のページをお願いをいたします。左４２２ページ、中段の２項介護予防サービス等諸費では、

要支援の方に対する給付費となり、予防給付と呼ばれております。右ページの予算科目に介護予防という表記を

つけておりますので、給付費のうち介護予防とある給付費が要支援の方が利用される給付費となります。この介

護予防サービス等諸費の最初の白丸、介護予防サービス給付費は、訪問介護、訪問入浴、通所介護、福祉用具な

どの貸与などのサービスに係る給付費となりますが、利用者負担が１割ですと、残る９割を保険者分としてこの
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科目から支払っております。このうち、要支援１、２の方が利用できる訪問介護のホームヘルプサービスと通所

介護のデイサービスが、第６期介護保険事業計画期間中に全国一律の保険給付から外れ、市町村事業に移行する

とともに、地域住民による見守りや栄養改善を目的とした配食などを組み合わせた事業に加えまして、これまで

の介護予防の取り組みを改める介護予防日常生活支援総合事業として新たな事業が導入されます。本市では、こ

の総合事業を計画最終年の２９年４月から導入するよう、現在課内においてチームを設けながら検討を進めてお

ります。 

次に、２枚おめくりをいただき４２７ページまでお願いをいたします。４２７ページをお願いします。４２７

ページ、最初の特定入所者介護サービス費は、補足給付と呼ばれているもので、平成１７年１０月から特別養護

老人ホームや老人保健施設などの施設入所者に係る食費と居住費が保険給付から外れ、原則として自己負担とな

りました。この見直しにより、利用者負担が急増しないよう、市民税非課税世帯を対象に、所得に応じて保険給

付の形で食費と居住費の軽減を行っているものでございます。この補足給付にかかわる所得要件の見直しが行わ

れ、昨年の２７年８月から世帯分離の配偶者の所得を含めるとともに、一定額以上の預貯金や株式などの有価証

券などを所得として勘案するよう見直しが行われております。またさらに、本年８月からは遺族年金などの非課

税年金も所得として勘案されます。以上、申し上げました保険給付費と、この後御説明を申し上げます地域支援

事業費に対します６５歳以上の第１号被保険者の保険料負担の割合が２２％となりますので、この保険給付費と

地域支援事業費がふえていきますと、次期の第７期の介護保険料に影響が生ずるものとなります。 

次に、同じページ下段の３款地域支援事業費は、保険給付以外に市町村が行う事業となります。白丸の一番下

の一次予防事業は、元気な高齢者の方を対象とした介護予防事業となりますが、次のページをお願いいたします。

４２９ページ、最初の黒ポツ、いきいき貯筋倶楽部事業委託料は、各支所、各地区センターの市内全１０地区に

おいて、転倒や骨折予防などの生活機能低下を防止するための予防教室を開催する予算となります。また、その

下の地域介護予防活動支援事業委託料は、社会福祉協議会に委託を予定する元気づくり広場事業に対する予算と

なります。その下の認知症予防事業委託料は、ファイブコグ検査と呼ばれる脳の健康度テストを行うための委託

料となります。この検査は２７年度から導入したもので、スクリーンを見ながら記憶力などのテストを行い老化

現象の判定を行うことで、認知症の予防対策に役立てていきたいものでございます。 

次の白丸、二次予防事業の黒ポツの３つ目、介護予防事業委託料は、要支援、要介護状態となる一歩手前の特

定高齢者の方を対象に、運動機能の向上を促す運動機能向上教室と、閉じこもりや認知症の改善を促すおでかけ

サロンの２つの教室を設け、送迎つきで実施する事業となります。 

以上申し上げました介護予防事業は、先ほどの保険給付の中で御説明申し上げました総合事業が導入される中

で、一次予防と二次予防の区分けがなくなり、６５歳以上の全ての加入者を対象とした一般介護予防事業として、

一次予防に重点を置いた新たな介護予防事業へと移行いたしますので、現在より効果的な介護予防事業の取り組

みを課内おいて検討しているところでございます。 

次の段、３目の白丸、総合事業サービス利用負担金は、本市から転出をされ他市町村の介護保険施設に入所さ

れた場合は、住所地特例として本市の介護保険に加入したまま保険給付費を本市から支払っておりますので、そ

の住所地特例者が受けるサービスのうち、市町村によっては総合事業を２８年度から開始するところもあります

ので、その費用を負担するための予算となります。 
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その下、２項１目包括的支援事業費は、北部地域包括支援センターの委託料など、主に相談業務に係る事業費

となりますが、次のページをお願いいたします。４３１ページ、最初の白丸、地域包括ケアシステム推進事業は、

平成３７年度、２０２５年を見据え、支援の必要な高齢者の皆さんを地域社会全体で支えていくための地域包括

ケアシステムの構築を目指すものでございます。この事業は、２６年１０月に設置した医療機関と介護保険事業

者などの関係者を集めた本市の医療介護連携推進協議会や、各地区の課題の洗い出しとその対策を検討するため

の地域ケア推進会議の開催に要する食糧費などを計上するもので、地域ケア推進会議におきましては、新年度に

おいて塩尻東、洗馬、宗賀地区の３地区に推進会議を設置を予定しております。 

次の段、３款２項２目の任意事業は、前段の包括的支援事業が全市町村において必ず実施しなければならない

必須事業に対しまして、この任意事業は、文字のとおり市町村の判断により行われる任意的な事業となります。

この中で、次のページをお願いをいたします。４３３ページ、白丸の上から３つ目、認知症総合支援事業のうち、

普通旅費や費用弁償、黒ポツの下から２つ上の会議出席者負担金は、２８年度予算において新規に計上させてい

ただいた予算科目となります。新年度において認知症地域支援推進員を設置するための予算となります。この推

進員は、国のオレンジプランに基づくもので、医療機関、介護保険サービス事業者などとの関係機関との連携強

化や、認知症の人とその家族を支援するための専門的な相談業務等を行うものであり、設置に伴う職員の増員は

行わず、既存の職員に国の研修を受けさせた上で、設置場所を中央地域包括支援センター、北部地域包括支援セ

ンター、ふれあいセンター広丘の３施設を予定しております。また、設置後に、認知症の早期診断、早期対応を

行うための認知症初期集中支援チームを３０年４月に設置いたしたく、現在医師会と調整を進めている段階にあ

ります。 

次のページをお願いいたします。左４３４ページ、最初の５款介護サービス事業費は、長寿課内にあります中

央地域包括支援センターの運営に要する事業費となります。この事業費は、歳入において、要支援１、２の方に

対します介護予防給付にかかわるケアプランの作成に伴うサービス収入があることから、介護サービス事業勘定

として別枠で経理を行っております。歳出は以上でございます。 

続きまして、歳入につきまして４０８、４０９ページをお願いをいたします。４０８ページから始まる歳入予

算につきましては、加入者の皆さんから御負担をいただく介護保険料のほか、歳出の保険給付費等に対する法に

定められた負担率に応じた国庫負担金等となりますので、簡潔に説明させていただきます。 

４０８ページ、中ほど３款国庫支出金は、説明欄にあります負担率に応じて交付されるもので、この後説明さ

せていただきます支払基金交付金や県支出金、一般会計繰入金も、それぞれ法に定められた負担率に応じて交付

され、または繰り入れを行っておるものでございます。 

次のページをお願いをいたします。左４１０ページ、中ほど４款支払基金交付金は、全国の４０から６４歳の

第２号被保険者と呼ばれる皆さんから、加入されている医療保険料の中から御負担をいただく保険料を財源に、

支払基金から交付をされるもので、その負担率が２８％となりますので、４０歳以上の若人世代からも御負担を

いただきながら、６５歳以上の加入者はもとより４０歳以上の国民全体で介護保険制度を支えているものでござ

います。 

次のページをお願いいたします。左４１２ページ２段目、６款１項一般会計繰入金のうち、４目の保険料軽減

繰入金は、消費税率の引き上げにあわせ２７年度から導入されたもので、低所得者世帯に対します公費負担を投



31 

 

入した保険料軽減相当額の繰入金となります。この繰入金に対しまして、一般会計の歳入におきまして国２分の

１、県４分の１の公費負担を受けております。 

次に、ページを２枚おめくりいただき４１７ページをお願いをいたします。４１７ページ、最後の１０款１項

１目の介護保険支払準備基金積立金利子は、財政調整基金の運用に伴う利子分の予算計上となりますが、財政調

整基金の繰り入れとなる基金の取り崩しは予定しておりません。基金の繰り入れにつきましては、第６期介護保

険料の見直しの際にお示しをさせていただいた財政見通しでは、２８年度会計において９，４００万円の基金の

取り崩しを予定したところでありますが、冒頭御説明申し上げましたように、２８年度会計予算の保険給付費が

前年度予算額から大幅に下回ったことから、２８年度会計においては、基金の繰り入れを行わなくても収支の均

衡が保たれるものと見込んでおります。これにより、現在保有する基金残高の３億１，４００万円余を第６期財

政運営期間中にある程度留保できるものと見込んでおります。以上です。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ありがとうございます。それでは、質疑を行います。委員の皆様より御質問はありませんか。 

○山口恵子委員 介護保険事業の手続きというかについてお聞きしたいんですけれども、介護認定をお願いして

認定の調査結果が出ますが、そのときの認定の有効期間っていうのがありまして、認定日より大分早めに有効期

間が始まっていますけれども、その有効期間と認定日の関係がどのように決まるのかお聞きします。 

○長寿課長 介護認定につきましては、先ほど申し上げたとおり、まずうちで一次審査をして、その後、広域連

合で二次審査を行いますので、おおむね１カ月半ぐらいかかります。認定日につきましては、認定の申請をした

日から認定をしていきます。認定の期間は、初回初めてやられる方は６カ月間という限定がございますので、更

新の方は最長２年間でございますので、その関係でいくと認定の日と最初の走りとは違いますので、認定の走り

というのは、申請書をいただいた時点から認定日になります。以上でございます。 

○山口恵子委員 そうしますと、認定結果が出ても実際には有効期間がかなり２カ月ぐらい前から有効期間が始

まるっていうことだと思うんですけれど、そのときに２回目の認定ですと、前回の認定結果に基づいた介護サー

ビスが行われていて、２回目の認定のときに調査結果が変動があり、サービス利用額が拡大される場合があると

思うんですね。そういった場合の利用料金の設定っていうのは、認定期間が始まった日から前倒しで料金が変更

されるという捉え方でよろしいですか。 

○長寿課長 そのとおりですね。まずはですね、更新をいただきますと、御自宅とか施設に送付をしていきます。

そのときには必ずケアマネージャー、居宅介護支援事業者がついておりますので、その負担割合が変わった時点

で国保連合会に請求をしていきますので、そういう処理を行っております。以上です。 

○山口恵子委員 そうしますと、保険で賄うべき利用料金の変更も出てくると思うんですけれど、その辺の事務

的な手続きはこの予算書とかには、その都度変更を、決算ですかね、その都度事務的に変更をされているという

理解でよろしいですか。 

○長寿課長 そのとおりですね。国保連合会を通じていきますので、それは大丈夫です。ただ、１割負担とか２

割負担の関係もございまして、例えば、所得の関係でさかのぼった方は、官公庁補正で変動の可能性が出る方が

いらっしゃいますけれども、昨年２７年８月から１割から２割になったというケースがございますけれども、今

のところ出ておりませんけども、所得の１割と２割の関係では、逆に、例えばお返しをいただくケースも出るか

なと思います。以上です。 
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○山口恵子委員 わかりました。 

○委員長 いいですか。ほかにはよろしいでしょうか。 

○丸山寿子委員 １点お願いします。４３３ページのところの認知症総合支援事業の中の認知症カフェ事業補助

金について、内容を教えてください。 

○委員長 ４３３ページ、認知症カフェ。 

○長寿課長 済みません。認知症カフェでよろしいですよね。これは２７年度から新設したもので、新設の認知

症カフェに対しまして５万円の補助を行います。またその後、運営費補助ということで、３年間に限りまして２

万円の補助でございます。予算上では新設が５万円が２カ所、運営補助が２万円の２カ所予定しております。現

在は、ふれあいセンター洗馬の中に１カ所ございますし、駅前のサン・ビジョンさんが２７年度中に開所したと

いうことで、今のところはカフェは２つございますけれども、または将来的には、グループホームのほうでもこ

ういうカフェはどうかなということを今、各事業者に投げかけをしております。以上です。 

○丸山寿子委員 広丘でもやっているかと思うんですが、これはその対象になって今はいないということでしょ

うか。 

○長寿課長 ふれあいセンター広丘は指定管理でやっておりますので、こういう補助は一切考えてないです。以

上です。 

○委員長 ほかによろしいでしょうか。 

○山口恵子委員 ４１９ページ、先ほど広域型の特養を現在募集しているということですけれど、特養、５５床

ですかね、それの塩尻割、地域割で何床というのは多分決まっていると思うんですけれど、それの数と、あと算

出基準がどうなっているかお聞きしたいと思います。 

○長寿課長 昨日申し上げました地域密着サービスの２９というものは、所在の住民しか利用できません。この

広域型というのは、全国の誰でも入所できる制度です。これは、以前は介護保険制度が始まる前は措置入所でし

たけれども、今はもう全て契約行為です。ちなみにですね、現在市内に桔梗荘とか塩嶺、グレイスフル、３つの

施設ございますけれども、２６年６月の利用分を見てきますと、３２４のベッドのうち、塩尻市内の方が入られ

ているのが１６７でございますので、５２％ぐらい入っております。したがいまして、今回５５床の長期を新設

いたしますので、おおむね３０床ぐらいは塩尻市の方が利用できるのかなって試算をしております。以上でござ

います。 

○山口恵子委員 わかりました。 

○委員長 いいですか。ほかにはよろしいでしょうか。 

○山口恵子委員 済みません、もう１点いいです。地域ケア会議のところで、今年度３カ所ですかね、始まると

いうことで、地域ケア会議のメンバーの中に医療機関が入っていなきゃいけないと思うんですけれど、今年度始

まる３カ所ではどういった方が医療機関となっているのかお聞きします。 

○長寿課長 平成２６年１０月に市内で最も高齢化率の高い楢川地区でまずモデル的に設置をいたしまして、現

在のところ片丘地区でも入っております。楢川地区の例を申し上げますと、地区の区長さんとか民生委員さんを

中心にして区の役員さんと、あとはボランティアと警察の駐在所の方が入っております。今のところまだ医療機

関は入っておりませんけれども、将来的にはやはり楢川と片丘、これから設置をしていきます、２９年度までに
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は全１０地区に入れていく予定ですので、将来的にはやはり拡大をして、地域住民の方以外にも、例えば介護保

険事業者とか医療機関の方とか、地域支援のある施設、そういう関係者を集めていきたいかなと考えております。

以上です。 

○山口恵子委員 地域ケア会議の中で一番介護士さんとか、それぞれの立場で一番課題になっているというか重

点的な問題は、医療機関との連携をやっぱりスムーズにしていくことが重要かなと思いますので、その点、今後

やはり地域のやはり医療機関との連携がしっかりできるようなケア会議が設置されるように要望いたします。 

○委員長 要望でいいですか。 

○山口恵子委員 はい。 

○委員長 ほかにはよろしいでしょうか。 

○丸山寿子委員 今のところで関連してお願いします。楢川に続いて片丘もということで、一応組むことは組ん

だんですけど、今のところ組んだところで、これから機能していくようにしていかなければいけないんですけど。

担当課としては、できてからも、どんなふうにかかわっていくのか、ちょっとそこのところを教えてください。 

○長寿課長 先ほど申し上げました総合事業がやはり一つのものだと思うんですよね。２０２５年、平成３７年

には後期高齢者の皆様方、団塊の世代が一気にいきますので、地域ケア推進会議の中でそういう包括ケアシステ

ムを構築しなきゃいけませんので、地域課題の洗い出しをまず推進会議で出していただいて、具体的に市として

何ができるかっていう話をしていただくことも私たち今、考えております。特に今２地区入る中では、やはり議

会でもお話したとおり、交通手段の確保、買い物手段が一番大きいですので、その辺を今、福祉課で中心になっ

て有償サービスをモデル的に２９年度ぐらいにできたらいいかなということも考えておりますので、地域の方が

課題を出していただいて、それをどうやって支援するかっていうのが地域課題の洗い出しの中で地域ケア推進会

議の目的でありますので、その辺の地域全体で高齢者の皆さんを支えるものをつくっていきたいかなと考えてお

ります。以上です。 

○委員長 いいですか。 

○丸山寿子委員 いいです。 

○委員長 ほかにはよろしいでしょうか。 

○篠原敏宏委員 成年後見制度の利用の実態を教えていただけますか。 

○長寿課長 成年後見制度の利用ですけれども、平成２５年５月に社会福祉協議会の中で立っていただきまして、

２６年度実績で申し上げますけれども、２６０件の相談です。２５年度が１９０件ですので、ふえております。

その内訳につきましては、認知症高齢者の方が１０４件の約４０％、あと残り６割が精神とか知的障がい者の方

で占めております。なお、２５年５月に社会福祉協議会に後見支援センターを立てまして、当初から法人後見と

いうことで、社会福祉協議会が後見人になるということで要綱等を定める中で、２７年度１件の契約がありまし

て、これから順次、成年後見制度の中の法人後見もふやしていきたいかなと考えております。以上です。 

○委員長 よろしいですか。ほかにございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、自由討議を行います。何かございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
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○委員長 討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第３６号平成２８年度塩尻市介護保険事業特別会計予算につきましては、原

案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第３６号平成２８年度塩尻市介護保険事業特別会計予算につきましては、全員

一致をもって可決すべきものと決しました。次へ進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第３８号 平成２８年度塩尻市国民健康保険楢川診療所事業特別会計予算 

○委員長 議案第３８号平成２８年度塩尻市国民健康保険楢川診療所事業特別会計予算を議題といたします。説

明を求めます。 

○健康づくり課長 それでは、予算書の４６１ページをお願いをいたします。議案第３８塩尻市国民健康保険楢

川診療所事業特別会計でございますけれども、第１条をごらんいただきますと、歳入歳出予算の総額は、それぞ

れ１，５９５万１，０００円と定めるもので、前年度比２６４万５，０００円ほど増額となっております。増額

の要因は後ほど申し上げますが、営繕修繕料で楢川診療所の屋根の修繕を想定をしているもの、これが主な内容

でございます。 

歳出から御説明をいたします。４７０ページをお願いをいたします。１款１項１目一般管理費ですけれども、

営繕修繕料３９１万円でございますが、建設以来２５年を経過をいたします楢川診療所に雨漏りが生じているこ

とから、屋根の修繕に要する費用をこちらに計上したものでございます。それから３つ目の指定管理料３００万

円は、本年度と同額でございます。 

そのあと、公債費につきましては、医療機器の購入、あるいはその修繕に関します元利償還金が３款の公債費

でございます。 

これに対しまして、歳入のほうでございますけれども、ページ戻っていただきまして４６７、４６８ページを

お願いをいたします。１款１項１目手数料ですけれども、診断書作成料など、それから２款の繰入金ですが、一

般会計からの繰入金、これが歳入の主な内容でございます。説明は以上でございます。 

○委員長 ありがとうございます。それでは、質疑を行います。委員の皆様より御質問ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようでございますが、いいでしょうか。自由討議を行います。何かございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 それでは、討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第３８号平成２８年度塩尻市国民健康保険楢川診療所事業特別会計予算につ

きましては、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第３８号平成２８年度塩尻市国民健康保険楢川診療所事業特別会計予算につき
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ましては、全員一致をもって可決すべきものと決しました。次へ進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第４３号 平成２７年度塩尻市一般会計補正予算（第８号）中 歳出２款総務費中１項総務管理費１４目市

民交流センター費、３款民生費（１項社会福祉費８目国民健康保険総務費、９目後期高齢者医

療運営費及び４項国民年金事務費を除く）、４款衛生費中１項保健衛生費１目保健衛生総務費、

２目予防費、３目保健対策費及び４目母子保健指導費、５款労働費中１項労働諸費３目ふれあ

いプラザ運営費、１０款教育費（６項保健体育費２目体育施設費のうち新体育館建設事業を除

く） 

○委員長 議案第４３号平成２７年度塩尻市一般会計補正予算（第８号）中、歳出２款総務費中１項総務管理費

１４目市民交流センター費、３款民生費（１項社会福祉費８目国民健康保険総務費、９目後期高齢者医療運営費

及び４項国民年金事務費を除く）、４款衛生費中１項保健衛生費１目保健衛生総務費、２目予防費、３目保健対策

費及び４目母子保健指導費、５款労働費中１項労働諸費３目ふれあいプラザ運営費、１０款教育費（６項保健体

育費２目体育施設費のうち新体育館建設事業を除く）を議題といたします。説明を求めます。 

○交流支援課長 それでは、平成２７年度塩尻市一般会計補正予算（第８号）、別冊になりますが、５６、５７

ページをお願いいたします。総務管理費１４目市民交流センター費でございます。最初の白丸、職員給与費でご

ざいますが、人件費につきましては、補正の理由が各該当科目とも共通になっておりますので、私からその内容

につきまして一括して説明させていただき、市民交流センター費以降、特殊なものを除きまして各課からの人件

費関係の説明は省略させていただきたいと思いますので、御了承をお願いいたします。この人件費補正につきま

しては、本年度末までを見通した上で、各該当科目におきまして職員給与費、嘱託員報酬等の人件費と人事院勧

告関係をお願いするものであります。職員給与費に関しては以上でございます。 

それから次の白丸、市民交流センター管理諸経費、そして次の市民交流センター交流企画事業、次の協働のま

ちづくり推進事業、次の市民交流センター情報関連機器運用事業の補正につきましては、事業費の確定による減

額でございます。以上でございます。 

○副事業部長兼福祉課長 では、６２、６３ページをお開きください。３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉

総務費になります。２つ目の白丸から１番下の白丸までそれぞれありますけれども、こちらにつきましては、事

業費の確定に伴います補正になります。 

次のページをお開きください。２目障害者福祉費になります。こちらは３つ、障害者生活支援事業から地域生

活支援事業まで３つありますけれども、このいずれも事業費確定に伴います補正になります。 

○長寿課長 その下、３目の老人福祉費につきましても、やはり決算見込みによる補正となります。２点のみ申

し上げます。２つ目の白丸、老人福祉センター等運営事業の老人福祉センターのむら運営費補助金の補正は、２

７年４月から当該センターの運営規模を縮小し、利用対象を原則として個人及び自主的なサークル活動に限定す

る中で、団体の利用を廃止したことにより、パート雇用の運転手の賃金を削減したことに伴う補助金の確定見込

みによる補正減となります。次の老人クラブ活動助成事業補助金は、市友愛クラブ連合会から２つの単位老人ク

ラブが退会したことなどから、補助金の確定見込みによる補正減となります。以上です。 

○副事業部長兼福祉課長 次、４目の福祉医療費ですけれども、一番下の白丸の福祉医療費給付金事業のうち、
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上２つの黒ポツにつきましては、事業費確定に伴います補正になります。一番下の福祉医療費給付金になります

けれども、こちらは、当初予定していた額よりも小中学校児童の通院と、それから障がい者の医療費が伸びたこ

とによりまして予算が不足するため、増額補正をするものです。 

○長寿課長 次のページをお願いします。６７ページ、白丸の２つ目、介護保険事業特別会計繰出金の補正は、

後ほど御審議をいただきます第４６号議案の２７年度介護保険事業特別会計補正予算におきまして、保険給付費

を中心とする補正減を行っておりますので、特別会計の補正に伴い、一般会計からの繰出金を減額していただき

ますよう補正をお願いするものでございます。以上です。 

○健康づくり課長 続きまして、７目の楢川保健福祉センター管理費でございますが、こちらは事業費確定見込

みによる補正でございます。 

○こども課長 続きまして、２款児童福祉費１目児童福祉総務費でございます。３番目の白丸になりますけれど

も、児童福祉事務諸経費の最初の黒ポツ、臨時職員賃金になりますけれども、これは人員の見直し伴う減でござ

います。次の黒ポツになりますが、保育システム改修委託料、これにつきましては、平成２８年度から保育所等

の利用者軽減措置、いわゆる幼児教育無償化を実施することに伴いまして、子ども・子育て支援システムを改修

するための増額を７２万５，０００円ということでお願いするものでございます。こちらにつきましては、山口

委員さんの一般質問にもございましたけれども、年収約３６０万円未満相当の多子世帯、これの３歳未満児につ

きましても第２子を５０％、また、第３子以降は１００％減免をするものです。また、年収約３６０万円未満相

当のひとり親世帯、こちらの第１子も５０％減免に、第２子以降を１００％減免にしまして、なおかつ、３歳未

満児にも適用することに伴うシステムの改修に伴うものでして、こちらにつきましては、平成２８年度へ繰り越

しをさせていただくものでございます。以上です。 

○副事業部長兼福祉課長 では、一番下の児童手当支給事業ですけれども、こちらの事業も事業費確定に伴う補

正になります。 

○こども課長 ページをおめくりいただきまして６８、６９ページをお願いしたいと思います。２目児童運営費、

２番目の白丸になります。保育所運営費７４万６，０００円の減につきましては、事業費確定による不用額の減

額となっております。以上です。 

○教育総務課長 その下の白丸、保育所施設改善事業につきましては、事業費の確定による減額でございます。 

○子育て支援センター所長 それでは、子育て支援センター事業から下３つですけれども、いずれも事業費の確

定に伴う減額です。 

○教育総務課長 その下の吉田原保育園・吉田児童館分館建設事業の関係につきましては、現在工事施工中であ

りますけれども、それ以外の事業費確定による減額でございます。 

 その下の保育園施設リニューアル事業についても、北小野保育園の関係ですが、事業費の確定による減額でご

ざいます。 

○こども課長 一番下の白丸になります。給食運営費の黒ポツ、臨時調理員賃金４０万８，０００円の増につき

ましては、北小野保育園の給食調理員、これは嘱託員なりますが、事情がありまして年度途中で退職をしており

ます。その補充について、年度途中ということもあり、代替の補充ができなかったことによることから、臨時の

調理員で補うための増額をお願いするものです。 
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ページをおめくりいただきまして７０ページ、７１ページをお願いします。最初の白丸、園児送迎バス運行事

業３２万４，０００円の減は、事業費の確定による減、同じくその下のにぎやか家庭応援事業の黒ポツ、託児保

育士賃金につきましても、事業の確定によるものでございます。以上です。 

○副事業部長兼福祉課長 ３目ひとり親家庭福祉費になります。こちらのひとり親家庭福祉推進事業につきまし

ても、事業費確定に伴います補正です 

○家庭支援課長 続きまして、４目家庭支援費、６目発達支援費につきましては、事業費確定に伴う補正になり

ます。以上です。 

○委員長 終わりですか。いいですか。 

○副事業部長兼福祉課長 申しわけありません。一番下の３項生活保護費１目生活保護総務費の白丸、生活保護

事務諸経費につきましては、事業費確定に伴います補正になります。 

次のページをお開きください。２目の扶助費になりますけれども、生活保護扶助費ということで１つ目の黒ポ

ツ、生活保護費になりますけれども、こちらにつきましては、生活保護受給者の医療費が増加したことに伴いま

して、医療費の扶助費が不足することに伴いまして増額補正をお願いするものです。それ以下、下の３つにつき

ましては、事業費確定に伴います補正になります。 

○健康づくり課長 次に、４款衛生費１項１目保健衛生総務費の説明欄２つ目の白丸、未熟児養育医療給付事業

の前年度未熟児養育医療国庫負担金返還金は、前年度事業の確定に伴う国庫返還金でございます。 

そのあとその下、２目予防費、予防対策事務諸経費、あるいは感染症予防対策費、それからそのページ、３項

保健対策費の健康増進事業につきましても、決算見込みによる補正でございます。 

ページめくっていただきまして、３目保健対策費の歯科保健事業以下、食育推進事業、精神保健事業も、決算

見込みによる補正でございます。 

次に、４目母子保健指導費の母子保健事業でございますが、決算見込みによる補正、減額になっているものは

全部そうでございますけれども、下から３つ目の営繕修繕料につきましては、本年度、北部子育て支援センター

に開設をする妊娠から子育て安心サポートルームのパソコン設置工事の配線工事で、２分の１の国庫補助金を財

源としているものでございます。あと一番下、妊婦一般健康診査助成金でございますが、里帰り等で出産した妊

婦健診に対する助成をするもので、こちらも決算見込みによる補正でございます。 

○委員長 終わりでよろしいですか。違うよね。まだあるよね。ここまでかな、一旦区切りますか。 

○こども教育部長兼男女共同参画・人権課長 ８１ページをお願いいたします。ふれあいプラザ運営費３目でご

ざいますが、ふれあいプラザ運営事業、確定によるものでございます。以上です。 

○教育総務課長 それでは飛びまして、１０款教育費をお願いします。９６ページからになりますけれども、９

７ページについては人件費ですので、飛ばさせていただきまして、おめくりいただきまして９８ページからです

が、３目事務局費ですが、一番上の白丸、教育相談研究事業の電子複写機につきましては、教育センターを平成

２７年、昨年の１１月から総文に移転したことに伴いまして、不用になった分の減額でございます。 

○家庭支援課長 その下、まなびサポート嘱託員報酬とその下のまなびサポート事業につきましては、事業費確

定に伴う減額補正になります。 

○教育総務課長 その下の給食公会計事務諸経費も事業費確定による減額でございます。 
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○こども教育部長兼男女共同参画・人権課長 ５目社会人権教育推進事業も事業費確定でございます。 

○教育総務課長 その下のこども未来塾等運営事業、それから、その下の地域連携教育推進事業も事業の確定に

よる減額でございます。 

おめくりいただきまして、学校管理費の中の小学校管理諸経費でございますけれども、一番下の黒ポツ、辰野

町塩尻市小学校組合負担金が５７０万円余の大きな減額でございますが、こちらがですね、両小野小学校の事業

で学童クラブがございますけれども、そちらに国庫補助金がついたということ、それから、辰野町のほうの交付

税が増額となったということで５７０万円の減額でございます。 

その下の学校安全支援事業については、事業費の確定によるものでございます。 

その下の学校施設非構造部材耐震化推進事業でございますが、１，９７４万５，０００円の減です。２つ目の

黒ポツ、一般工事につきまして、２８年度予算のほうで御説明いたしましたが、宗賀小学校の貯水槽の耐震化工

事の１，９６３万円、これを２７年度をそっくり減額して２８年度に計上したというものでございます。 

その下、教育振興費の教育振興諸経費から一番下の給食施設費の給食運営事業諸経費までにつきましては、事

業費の確定によるものでございます。 

おめくりいただきまして、中学校費でございますが、中学校費につきましては、全て事業費の確定による減額

でございます。私からは以上でございます。 

○生涯学習スポーツ課長 １０４ページ、１０５ページでございますけども、社会教育費、社会教育総務費から

３目の公民館費まででございますけども、その中で社会教育総務費の２つ目の白丸、文化会館改修事業、改修工

事と監理委託料、それぞれ４，１００万円、３０万円ほど減額でございます。これにつきましては、当初予算の

中で単年２億２，０００万円ほどを当初予算工事費としては盛ってあったわけでございますけれども、債務負担

行為をお認めいただいて２カ年の工事ということで契約をさせていただきまして、その中の２７年度の限度額と

いたしましては、当初の予算２億２，０００万よりも４，１００万円ほど落ちた１億７，８９２万円ということ

で、限度額を定めたものに伴いまして、減額をしているものでございます。監理委託料についても同様の内容で

ございます。したがいまして、全体の事業費といたしましては、契約額３億６，６００万円何がしでございます

ので、５月にお認めいただいた債務負担行為につきましても、２８年度の債務負担行為のほうをですね、増額と

して補正をさせていただいてあるという状況でございます。そのほかにつきましては、事業費の確定による減額

でございます。以上です。 

○市民交流センター長 めくっていただいて１０６、１０７ページの最初、４目図書館費ですが、古田晃記念館

諸経費、本の寺子屋推進事業、ともに事業費の確定に伴うものでございます。 

○平出博物館長 その次の平出博物館耐震改修事業、建築確認申請手数料の５万円、それから設計委託料９４８

万３，０００円の減額補正について説明をさせていただきます。この予算につきましては、平出博物館の考古博

物館部分の改築について、実施設計及び建築確認手数料を当初予算に計上したものであります。 

本年度、当事業の実施を進める中で幾つかの御指摘、御意見等をいただきました。かいつまんで申し上げます

と、１つは歴史文化や里山環境、それから集落景観などの地域資源を生かした、あるいは市民の需要を生かした

施設の役割を検討していきなさいというようなもの。それから２つ目としましては、地形だとか土地利用、それ

から、一緒に併設されております瓦塔館などのそういった施設との動線、展示内容や展示方法などを、全体的に
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効果的、効率的な施設の機能を図ることを検討していきなさい。それから３つ目としましては、総じての話にな

るわけなんですけども、基本計画や基本設計の策定を通じて歴史文化を反映した博物館のあり方、仕様など基本

的なコンセプトを設定していきなさいというようなことと、それに基づく合意形成を図りなさいという御指摘を

いただいております。あわせて、塩尻市の総合計画の中期戦略の期間中の見直しの中でですね、全市的な大型事

業が決定されたことを踏まえて、健全財政の堅持の観点などから、本事業は第２期の中期戦略以降の先送りをさ

れたということがございます。 

よって、全市的な市政運用の状況も踏まえまして、本年度予算を見直しながら、不用額、全額でございますけ

ども補正減をさせていただきたいということであります。今後につきましては、午前中も御論議いただきました

２８年度の新年度事業に示しましたひらいでの里魅力づくり事業を通じまして、まずは諸課題を明確にしながら、

調査検討を進めてまいりたいというふうに考えている次第でありますので、よろしくお願いいたします。 

○こども課長 続きまして、その下の６目青少年育成費、最初の白丸になります。青少年育成費、最初の黒ポツ、

郵便料についてお願いいたします。こちらにつきましては県の事業になりますけれども、現在、県で発行してお

りますながの子育て家庭優待パスポートというものがございます。こちらは１８歳未満の子育て世帯に配布され

ておりまして、県内の協賛店で使用しますと割引等のサービスが受けられるものでございますが、こちらを新年

度から全国で使えるようにしていこうとするものでございます。使用できる都道府県につきましては、現在のと

ころ４１道府県、平成２９年４月には全都道府県が参加予定というふうになっております。こちらに伴いまして、

全国で利用できる新しいカードを年度内に各家庭に送付するための郵便料、郵送料を増額をお願いするものでご

ざいます。以上です。 

○生涯学習スポーツ課長 その次の白丸、塩嶺体験学習の家運営事業、それから７目の文化財保護費につきまし

ては、事業費の確定による減額でございます。 

○こども教育部長兼男女共同参画・人権課長 ８目男女参画推進費のうち、やさしく女と男推進事業でございま

すが、事業費確定でございます。以上です。 

○生涯学習スポーツ課長 次ページをお願いいたします。９目の短歌館費から６項保健体育費、それから、次ペ

ージの１目保健体育総務費までと、それから２目の体育施設費の１番目の白丸、体育施設管理運営事業まで、全

て事業費確定による減額でございます。以上でございます。よろしくお願いします。 

○委員長 それでは、ここでちょっと１０分間休憩を取ります。２時２５分から再開します。 

午後２時１５分 休憩 

―――――――――― 

午後２時２３分 再開 

○委員長 皆さんおそろいのようでございますから、休憩を解いて再開いたします。 

それでは、委員の皆様から質問を承ります。何か質問ありますか。 

○篠原敏宏委員 ６９ページで、２つくらいお聞きします。吉田原保育園の建設事業ですが、仮園舎の使用料が

三角１，３００万円ほど大きい不用額が出ていますが、これは何か事情を教えていただけますか。 

○教育総務課長 これにつきましては、入札差金による減額でございます。仮園舎使用料については、予算が５，

０００万円でございましたけれども、３，６００万円ほどで済んだという状況でございます。 
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○篠原敏宏委員 使用料ということなんですが、どこを借りて使用したという形になりますか。 

○教育総務課長 工事期間中に仮設の園舎を建てまして、今現在は仮設園舎のほうで保育をやっておりますけれ

ども、その建物そっくりのリース料ということになります。 

○篠原敏宏委員 リースね。 

○委員長 いいですね。ほかにはいいですか。 

○篠原敏宏委員 もう１つ、そのページで、済みません。その下の北小野のですね、給食の臨時職員さんという、

いきさつなんですが、補正増４０万８，０００円なんですが、この時期にですね、補正をして、支払い４０万８，

０００円、あと３月１回分、多分ってことだと思うんですが、支払いに支障はあれですか、来していないですか、

今この時期に補正をするってこと。 

○こども課長 こちらにつきましては、給食調理員さんが休んだりとかした場合のですね、もともとの代替の賃

金があったものですから、そちらのほうを充てさせていただいておりまして、ここで改めて補正をさせていただ

いたということですので、特に影響は生じておりません。 

○委員長 いいですね。ほかにはいいですか。 

○丸山寿子委員 ７３ページの中ほどですけど、未熟児養育医療給付事業、これは返還金ということで１４０万

２，０００円になっています。ちょっとこのシステムもちょっとよくわからないのと、前は県のあれだったのが

市のほうに来ているんですけど、国から直接来て返すのか、あと人数的なものだとか、ちょっとその辺を教えて

ください。 

○健康づくり課長 まずシステムですけれども、もともと県の事業だったものがですね、市のほうになったわけ

ですが、そのときに国の負担が２分の１、県の負担が４分の１というふうになっておりました。県のほうの補助

金というのはですね、その年度中に事業費が確定したものを報告をいたしますと、５月の出納閉鎖までの間にで

すね、県の補助金は確定をしてもらえる、そういうふうになっているんですが、国の補助金についてはですね、

見込みで一旦もらったもので交付決定されまして、翌年度にその返還をするという、そういうシステムになって

おります。 

それから件数でございますけども、２６年度の件数はですね、給付対象者は２２人で、給付件数ですと５３件

という形になっており、いずれも費用総額４８２万３，０００円、その確定した金額に対する国の補助金の前年

度に超過交付された部分を返還する、そういった内容でございます。 

○委員長 いいですか、わかる。もう一度。 

○丸山寿子委員 わかりません。ちょっとよくわからないんですけど、済みません。 

○委員長 もう一度お願いします。 

○健康づくり課長 未熟児養育医療の内容ではなくて、前年度、２６年度に未熟児養育医療の給付をした人に対

して、２分の１が市に国から交付金として入ってくる。４分の１は県から入ってくるんですけれども、県につい

てはその年度中に精算がされる。国については翌年度に精算がされるということになります。ですので、この事

業については毎年毎年この精算金が、返還金と称して起こるか、あるいは追加給付とされるか、必ずそういった

ことが生じる。国の補助金についてはそういうシステムになっています。 

○委員長 システムになっている。いいですか。 
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○丸山寿子委員 先ほどの答弁の中で、５３件で２２人って言いましたけど、その辺がちょっとよくわかんない

んですけど。 

○健康づくり課長 この２２人の対象者に対して５３件というのは、これが医療費の給付なものですから、月が

ですね、支給される月によって、件数自体はふえる、そういった延べ件数と実人数の差でございます。 

○委員長 いいですか。 

○丸山寿子委員 済みません、細かいことで、もう１つ教えてください。９９ページのところで、教育センター

を移転ということでありましたけど、教育センター移転というのをちょっと前にも聞いたかもしれないんですけ

ど、ちょっと忘れてしまいまして、内容を教えてください。 

○教育総務課長 塩尻市の教育センターは西小の４階にございまして、そちらに相談員の先生方を配置して学校

支援をしておりましたけれども、より教育委員会、教育総務課、家庭支援課等との連携を深めるということと、

新しい教育委員会制度が２８年度から始まるということで、総合文化センターのほうに教育センターの機能を昨

年の１１月に移転をして、先生方が来て現在職務に当たっていただいております。 

○委員長 いいですか。ほかには。 

○山口恵子委員 ９９ページの給食公会計事務手数料ですけれども、支払督促手数料が減っているっていうこと

は、滞納が減少され、ちゃんと支払いがされているというふうに理解すればいいのか、その辺をお聞きします。 

○教育総務課長 こちらにつきましては、滞納でも悪質と言いますか、裁判とかそういったケースになるもの、

訴えたりするときに簡易裁判所のほうに払う手数料ということですので、そこまでの滞納はありませんので、実

績がないということで、２万２，０００円全額を落とす、減額というものでございます。 

○委員長 いいですか。 

○山口恵子委員 よくわかりました。続けていいですか。 

済みません、もう１点。６５ページの福祉医療費給付金が先ほど増額、診療の回数というか機会がふえたりし

て結果的に増額になっているっていうことですけれど、その辺、特に小中学生の子供さんの健康状態とか、その

辺わかりますか。慢性疾患がふえているとか、インフルエンザで急遽かかる患者さんがふえたとか、特に何か理

由が思い当たればお聞きします。 

○副事業部長兼福祉課長 特に特定された病名とかそういうものまではわかりませんけれども、うちのほうで集

計をしているのでいきますと、小中学校の児童の通院がふえた。それから障がい者の受診がふえたというところ

までしか、今の段階ではわかりません。申しわけありません。 

○山口恵子委員 この福祉医療費と受診の関係で、早期診断、早期治療に結びつくのが一番いいんですけれど、

一番懸念されているのが、コンビニ受診というかね、その辺が実際にふえてきちゃったら困るなっていうことが

あって、医療機関から受診に関しての行政、市への注意とか要望とかがもしあればいけないかなと思ったんです

けれど、いいです。 

○副事業部長兼福祉課長 済みません。 

○委員長 ほかにはいいですか。 

○山口恵子委員 もう１点聞きたい。済みません、１０１ページの学校安全支援事業の中に備品購入費が減額に

なっていますが、これ、どんな内容のものなのかお聞きします。 



42 

 

○教育総務課長 こちらにつきましては、毎年合同の安全点検をやっておりまして、そういった中で指摘のあり

ました中で、看板設置ですとか横断旗のボックス設置というものをやってきている中で、使わなかった不用だっ

た部分を減額するという状況でございます。 

○山口恵子委員 合同の安全点検、市でもこれまで継続して地域とか警察とか行政とか教育委員会とかＰＴＡと

か一緒になって取り組んでいた中で、本当に路面表示ですとか看板設置ですとか、市として対応ができることは

順次スピーディーに対応してきていただいているというふうに思います。それで、地形的な、地権者の問題とか

地形的な問題、ハード面が課題になってなかなか解決ができないっていう場所が毎回上がってきていて、そこに

関しては、ＰＴＡのほうから本当に危険性を毎回要望がある中で、例えば、特に危険な場所とかに交通安全補導

員さんのような方をぜひ、そういった方にいてもらいたいというか、そういう方を市として対応してもらえない

かっていう要望もあるんですけれど、その点についてはいかがお考えでしょうか。 

○教育総務課長 毎年の合同点検の中でそういった要望も確かに出されております。本会議の御質問の中でもお

答えさせていただいておりますけれども、市としてできるところからはもう順次、今回の交通事故の関係とかも

ありますので、合同点検も前倒しをして今準備を進めておりますし、本日、たまたま広丘小学校の関係について

は先行して実施をする予定になっておりますので。そういった中で、地域振興課の交通安全の担当のほうとも十

分連携しながら対応をやっていきたいというふうに考えております。 

○山口恵子委員 ＰＴＡの皆さんもですね、本当に危険箇所、重点地域は、ＰＴＡとしてもしっかり保護者の皆

さん取り組んでいっていただいたりですとかね、民生委員さんとか地域の役員の方も自主的に危険な箇所に立っ

ていただいたりはしているんですけれども、なかなかそれが役員の方が変わったりすると継続的には安全が確保

されてないっていう状況は本当に、市内でも何カ所かありますので、しっかりその辺、検討をお願いいたします。

要望です。 

○委員長 要望でいいですか。ほかにはよろしいでしょうか。ないですか。 

 ないようですので、自由討議行います。何かございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 それでは、討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第４３号平成２７年度塩尻市一般会計補正予算（第８号）中、当委員会に付

託された部分につきましては、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第４３号平成２７年度塩尻市一般会計補正予算（第８号）中、当委員会に付託

されました部分につきましては、全員一致をもって可決すべきものと決しました。次へ進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第４５号 平成２７年度塩尻市奨学資金貸与事業特別会計補正予算（第１号） 

○委員長 議案第４５号平成２７年度塩尻市奨学資金貸与事業特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。

説明を求めます。 

○教育総務課長 それでは、議案第４５号、別冊になりますが、お願いいたします。奨学資金貸与事業特別会計
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補正予算（第１号）でございますが、歳入歳出それぞれ５９２万５，０００円を減額いたしまして、合計で２，

３４６万９，０００円としたいものでございます。 

歳出のほうからお願いいたします。１１ページ、１２ページでございます。１款総務費１項総務管理費１目一

般管理費につきましては、右側の白丸、貸付事業管理費、事務費については事業費の確定による減額でございま

す。 

その下の基金積立金、その下の一般会計繰出金につきましては、償還金の収入見込み額、決算見込み額による

減額ということになります。 

２款貸付金につきましては、右側の白丸、奨学資金貸付事業です。こちらは、先ほども説明をいたしましたが、

新規の貸付者の方、高校生が１人、大学生が９人ということで確定した金額で減額をするものでございます。 

歳入のほうでございますけれども、７ページ、８ページでございますが、１款の財産収入については、利子の

確定分でございます。 

２款寄付金については、２７年度はございません。現在のところございませんので、減額でございます。 

それから基金の繰入金につきましては、新規の貸し付けが確定いたしましたので、その部分の減額をそれぞれ

するものでございます。繰越金は２６年度からの確定分でございます。 

それから諸収入、貸付金収入は、現在、収入確実な償還金を見込んで若干減額、それぞれ減額をさせていただ

いております。 

おめくりいただきまして９ページ、１０ページ、貸付金収入のうちの木曽広域連合の貸付金につきましても、

収入見込みで一部減額をさせていただくものでございます。以上でございます。 

○委員長 ありがとうございます。それでは、質疑を行います。委員の皆様より御質問はありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、自由討議を行います。何かございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第４５号平成２７年度塩尻市奨学資金貸与事業特別会計補正予算（第１号）

につきましては、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第４５号平成２７年度塩尻市奨学資金貸与事業特別会計補正予算（第１号）に

つきましては、全員一致をもって可決すべきものと決しました。次へ進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第４６号 平成２７年度塩尻市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

○委員長 議案第４６号平成２７年度塩尻市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）を議題といたします。説

明を求めます。 

○長寿課長 議案第４６号の補正につきまして、１ページからお願いをいたします。４６号です。御審議をいた

だきます介護保険事業特別会計補正予算（第３号）につきましては、人件費を含め、決算見込みによる補正とな
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ります。この中で補正をお願いする総額は、第１条の１行目にありますよう、歳入歳出それぞれ２億３，３００

万円余を減額していただきますよう補正をお願いするものでございます。 

それでは、歳出から御説明申し上げますので、１５、１６ページをお願いをいたします。１５ページから始ま

る歳出の補正予算は、いずれも決算見込みによる増減補正となりますので、補正額の大きな事業に限りまして説

明させていただきます。最初の黒ポツ、１款の総務費中の介護保険システム改修委託料の補正は、この委託料の

うち、マイナンバー制度の導入に伴うシステム改修委託料として、当初予算に全庁的な予算措置として４００万

円計上いたしましたが、その委託料の確定に基づく補正減となります。 

次の３段目の２款保険給付費の補正は、新年度の２８年度予算案の中で説明させていただきました国のワーク

シートにより積算された額を２７年度当初予算に計上したことから、大きな当初予算額となっておりますので、

次のページ以降、決算見込みによりそれぞれの科目におきまして所要の増減補正をお願いするもので、保険給付

費の補正総額は２億８，２００万円余の減額と、大きく減額していただきますようお願いするものでございます。 

次に、このページ以降、保険給付費などの補正が続いておりますので、ページを３枚おめくりをいただき２２

ページまでお進みをください。２２ページ最初の二次予防事業の介護予防事業委託料は、送迎つきで運動機能向

上教室とおでかけサロンの２つの教室を設けております。この教室のうち、閉じこもりや認知症の改善を促す２

年課程のおでかけサロンにつきまして、これまで５カ所の事業者に委託する中で、１つの事業者が年度当初から

受託を辞退されたことから参加者数の減少などがありますので、決算見込みにより減額補正をお願いする内容と

なります。 

同じページ最下段の黒ポツ、介護予防ケアプラン作成委託料は、長寿課内の中央地域包括支援センターにおき

まして、要支援１、２の方のケアプランを作成するに当たりまして、その一部を市内外の居宅介護支援事業所に

委託をしております。この委託料につきまして、介護報酬の改定に伴い委託単価が引き上げられたことに加え、

委託件数を当初予算から９５件の増を見込む中で、増額補正をお願いするものでございます。 

次のページをお願いいたします。左２３ページ、最後の７款予備費の補正は、歳入歳出補正予算総額の差額分

を予備費に計上する補正となります。歳出は以上です。 

続きまして、歳入補正として８ページをお願いします。８ページとなります。８ページ、歳入補正予算最初の

現年度分保険料の補正は、予算の積算に用いる被保険者数が当初予算の見込み数から９０人ほど減少を見込む中

で、補正現在の調定額をもとに３００万円余の減額補正をお願いするものでございます。 

中ほど３款の国庫支出金以下は、歳出の保険給付費や地域支援事業費の補正に伴いまして、法に定められた負

担率に応じましてそれぞれの科目ごとに補正を行うものなどでございます。 

次に、２枚おめくりをいただき１１ページをお願いします。左１１ページ２段目、６款１項一般会計繰入金の

４目のその他一般会計繰入金の補正は、右ページの事務費繰入金の増額補正となります。この事務費繰入金の補

正は、先ほどの歳出補正予算にあらわれておりませんが、高齢者世帯等に対しますタクシー利用助成事業として

当初予算に７７０万円余の事業費を計上する中で、この事業が国の補助対象外となったことに伴いまして、事業

費の全額を一般会計繰入金による財源としていただけますよう、事務費繰入金の増額補正をお願いするものでご

ざいます。以上です。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ありがとうございました。それでは、質疑を行います。委員の皆様より御質問はありませんか。な
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いようですね、いいですか。 

 ないようですので、自由討議を行います。何かございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第４６号平成２７年度塩尻市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）につ

きましては、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第４６号平成２７年度塩尻市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）につき

ましては、全員一致をもって可決すべきものと決しました。 

以上をもちまして、当委員会に付託されました議案につきまして、全て審査を終了いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

閉会中の継続審査の申し出 

○福祉事業部長 市議会閉会中の継続審査についてお願いをいたします。議会閉会中につきましても、福祉、健

康づくり、教育、生涯学習行政及び市民交流センターに関する事項について、継続して審査くださるようお願い

申し上げます。 

○委員長 ありがとうございました。ただいま継続審査の申し出がありましたが、これにつきまして御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 それでは、異議なしと認め、そのように議長に申し出をいたします。 

以上をもちまして、当委員会に付託されました案件の審査を終了いたします。なお、当委員会の審査結果報告

書及び委員長報告につきましては、委員長に御一任をお願いしたいが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

委員長 異議なしと認め、そのようにいたします。 

それでは、最後に理事者側から御挨拶があればお願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

理事者挨拶 

○副市長 ２日間にわたりまして、大変活発に、御熱心に御審査をいただきましてありがとうございました。提

案を申し上げました全ての議案に対しまして、可決すべきものというふうに結論をいただきました。大変ありが

とうございます。とりわけこの２８年度予算につきましては、包括予算編成ということで、できるだけ、今まで

はですね、財政サイドといいますか、の中で査定を行ったりしてまいりましたけれども、今回は、できるだけ市

民の皆様の近いところで予算編成を行うという試みをしたものでございます。まだまだ課題がたくさんございま

す。これからもですね、よりよいものに、方向は間違っていないというふうに私は思っておりますので、よりよ

いものにしていきたいと思っておりますので、委員の皆様からも変わらぬ御指導を賜れば幸いでございます。大

変ありがとうございました。 
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○委員長 ありがとうございました。以上をもちまして、平成２８年度３月定例会福祉教育委員会を閉会といた

します。なお、３時としますが、視察を予定しております。庁舎前のバスに御乗車ください。外は雪が降ってま

いりましたので、暖かい格好でお出かけください。お願いします。以上で終了です。ありがとうございました。 

午後２時５０分 閉会 
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